
  

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成19年８月30日 

【事業年度】 第24期(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

【会社名】 株式会社東京個別指導学院 

【英訳名】 Tokyo Individualized Educational Institute,INC. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  馬 場 信 治 

【本店の所在の場所】 東京都中央区佃一丁目11番８号 

【電話番号】 03―5547―3759 

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長兼経営企画室長 
舟 戸 彰 一 

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区佃一丁目11番８号 

【電話番号】 03―5547―3759 

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長兼経営企画室長 
舟 戸 彰 一 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 



第一部 【企業情報】 

はじめに 

当社(形式上の存続会社、旧商号：葵商事株式会社、昭和40年６月17日設立、旧本店所在地：東京都立川市、額面金

額500円)は、株式会社日本教育研究会(実質上の存続会社、昭和60年８月３日に有限会社日本教育研究会として設立、

平成６年５月17日有限会社から株式会社に改組、本店所在地：東京都中央区、額面金額50,000円)の株式額面金額を変

更するため、平成10年９月１日を合併期日として、同社を吸収合併し、同社の資産・負債及びその他一切の権利義務

を引き継ぎましたが、合併前の当社は休業状態にあり、合併後において実質上の存続会社の営業活動を全面的に継承

いたしました。また平成11年12月15日付で商号を株式会社日本教育研究会より株式会社東京個別指導学院に変更して

おります。従いまして、実質上の存続会社は被合併会社である旧株式会社日本教育研究会でありますから、以下の記

載事項につきましては、特段の記述がない限り、合併期日までは実質上の存続会社について記載しております。 

なお、事業年度の期数は、実質上の存続会社の期数を継承しておりますので、平成10年９月１日より始まる事業年

度を第16期といたしました。 

  

 

  



第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用する関連会社がないため記載しておりません。 

３ 第21期は潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は記載して

おりません。 

４ 当社は、第21期については当期純損失であるため株価収益率を記載しておりません。 

５ 第21期は当期純損失のため、配当性向は記載しておりません。 

回次 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 

決算年月 平成14年８月 平成15年８月 平成16年５月 平成17年５月 平成18年５月 平成19年５月

売上高 (千円) 11,635,830 12,019,642 8,608,465 14,077,088 16,072,441 16,318,417

経常利益 (千円) 1,665,371 1,222,506 15,896 1,717,585 2,367,002 2,435,256

当期純利益又は当期 
純損失(△) 

(千円) 844,082 575,624 △53,242 916,360 1,347,717 1,348,948

持分法を適用した 
場合の投資利益 

(千円) ― ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 641,343 642,157 642,157 642,157 642,157 642,157

発行済株式総数 (株) 5,054,000 7,585,500 7,585,500 21,756,500 21,756,500 65,269,500

純資産額 (千円) 4,022,768 4,363,490 3,660,068 4,428,132 5,212,207 6,291,308

総資産額 (千円) 6,328,319 6,070,959 4,874,338 6,822,994 6,836,826 8,591,255

１株当たり純資産額 (円) 795.96 590.89 523.60 210.44 249.57 99.96

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額) 

(円) 

(円) 

10.00 

(―)

30.00

(―)

25.00

(―)

10.00

(―)

12.00 

(5.00)

6.00

(3.00)

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△) 

(円) 169.45 76.82 △7.33 43.63 64.80 21.62

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) 169.01 76.67 ― 43.11 62.67 21.32

自己資本比率 (％) 63.6 71.9 75.1 64.9 76.2 73.3

自己資本利益率 (％) 23.4 13.7 △1.3 22.7 27.8 23.5

株価収益率 (倍) 15.3 10.4 ― 17.7 23.2 28.3

配当性向 (％) 6.0 38.5 ― 23.0 18.5 27.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 1,063,843 542,962 △461,810 1,923,088 527,332 1,389,595

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △159,901 △268,919 △544,244 △107,338 △2,483,641 △827,377

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △322,397 △478,749 △668,072 △175,519 △522,780 478,068

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) 3,811,209 3,606,503 1,932,377 3,572,607 1,093,518 2,133,804

従業員数 
〔外、平均臨時 
雇用者数〕 

(名) 
310 

〔4,668〕

322

〔5,430〕

312

〔5,614〕

292

〔6,083〕

340 

〔6,809〕

363

〔6,972〕



６ 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、「最近５連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」については、記

載しておりません。 

７ 従業員は、就業人員数を表示しております。 

８ 第20期の１株当たり配当額30円には、東証市場一部銘柄指定記念配当５円を含んでおります。 

９ 第20期から１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)及び潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額の算定に当たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日

企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年９月25

日 企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

10 平成15年11月27日開催の定時株主総会において決算期を５月31日に変更したため、平成15年事業年度は平成15年９月１日

から平成16年５月31日までの９ヶ月となっております。 

11 平成14年10月18日付で、株式１株につき1.5株の株式分割を行っております。 

  なお、第20期の１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、期首に分割が行われたものとして算

出しております。 

  平成17年１月21日付で、株式１株につき３株の株式分割を行っております。 

  なお、第22期の１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、期首に分割が行われたものとして算

出しております。 

  平成18年６月１日付で、株式１株につき３株の株式分割を行っております。 

  



２ 【沿革】 

  

  

年月 沿革

平成６年５月 有限会社 日本教育研究会から株式会社 日本教育研究会に改組
平成６年７月～９月 東京個別指導学院(以下TKGと省略)南浦和教室他４校開校
平成６年９月 幼児教育部門実験教室としてキッズアカデミー青葉台教室開校
平成７年２月～７月 TKG津田沼教室他５校開校 
平成７年９月 TKG柏教室他７校開校 
平成７年11月 幼児教育部門実験教室キッズアカデミー青葉台教室閉鎖
平成８年２月 TKG志木教室他９校開校 
平成８年２月 城東進学ゼミナールから高校進学ER学院に塾名変更
平成８年９月 TKG市が尾教室他８校開校 
平成９年２月～３月 TKG鶴見教室他８校開校 
平成９年３月 高校進学ER学院を閉鎖 
平成９年６月 TKG大森教室他２校開校 
平成９年９月～12月 TKG上大岡教室他10校開校 
平成10年２月 TKG下北沢教室他３校開校 
平成10年２月 関西個別指導学院武庫之荘教室開校
平成10年６月 TKG宮崎台教室他３校開校 
平成10年９月 
  

株式の額面を１株50,000円から１株500円に変更するため、葵商事株式会社(形式上の存続
会社)と合併 

平成10年９月～12月 TKG町田教室他１校開校 
平成11年１月 関西個別指導学院伊丹教室開校
平成11年２月～３月 TKG大宮教室他１校開校 
平成11年６月 TKG保土ヶ谷教室開校 
平成11年９月 TKG春日部教室開校 
平成11年12月 
  

商号を「株式会社日本教育研究会」から「株式会社東京個別指導学院」に変更 
500円額面株式１株を50円額面10株に分割 

平成12年２月～３月 TKG辻堂教室他１校開校、関西個別指導学院甲子園教室他２校開校
平成12年３月 日本証券業協会に株式を店頭登録
平成12年５月～６月 TKG戸塚教室他５校開校 
平成12年８月 TKG自由が丘教室内に個別指導型インターネットPCスクール「ipcsスクール」を開校 
平成12年12月 ipcsスクール日吉教室開校 
平成13年２月 TKG学芸大学教室他７校開校、ipcsスクール川崎教室開校
平成13年６月～７月 
  

TKG中野教室他３校開校、関西個別指導学院西宮北口教室開校、ipcsスクール新百合ヶ丘教
室他２校開校 

平成13年10月 関西個別指導学院高槻教室他３校開校
平成14年２月～４月 
  
  

TKG浦和教室他５校開校、TKG名古屋校藤ヶ丘教室開校、TKG福岡校西新教室開校、関西個別
指導学院泉ヶ丘教室他１校開校、京都個別指導学院北大路教室開校、ipcsスクール川口教
室他２校開校 

平成14年５月 
  

TKG自由が丘教室内に不登校児童・生徒向けにカウンセリング機能を備えた個別指導方式に
よるスクール「ワンステップ」を開校 

平成14年７月 
  

TKG蕨教室他２校開校、TKG名古屋校御器所教室開校、TKG福岡校姪浜教室開校、関西個別指
導学院茨木教室他２校開校 

平成14年８月 東京証券取引所市場第二部に上場
平成14年９月 ipcsスクール川口教室他４校を閉鎖
平成14年11月～ 
平成15年３月 

TKG広尾教室他８校開校、TKG名古屋校原教室他１校、関西個別指導学院光明池教室他７
校、京都個別指導学院伏見教室他２校開校 

平成15年３月 
  

実験教室としてTKG自由が丘教室内開校していた、不登校児・生徒向けスクール「ワンステ
ップ」の閉鎖 

平成15年６月 ipcsスクール自由が丘教室他３校を閉鎖、これによりパソコンスクール事業部を廃止 
平成15年８月 東京証券取引所市場第二部から市場第一部へ指定替
平成15年11月～12月 
  

TKG上永谷教室、TKG名古屋校一社教室、TKG福岡校薬院教室、関西個別指導学院千里中央教
室・垂水教室を開校 

平成16年５月 TKG福岡校薬院教室を閉鎖 
平成16年６月～ 
平成17年２月 

TKG北千住教室・センター南教室、TKG名古屋校八事教室、TKG福岡校荒江教室、関西個別指
導学院西神中央教室・鈴蘭台・金剛教室を開校 

平成17年12月～ 
平成18年３月 

TKG南大沢教室・北与野教室・用賀教室・国立教室、TKG名古屋校池下教室、TKG福岡校藤崎
教室、関西個別指導学院西神南教室、京都個別指導学院西院教室を開校 

平成18年６月～ 
平成19年２月 

TKG駒込教室・東久留米教室・相模原教室・青砥教室、TKG福岡校大橋教室、関西個別指導
学院川西能勢口教室・八戸ノ里教室・岡本教室を開校 

平成19年３月 京都個別指導学院四条烏丸教室を閉鎖
平成19年５月 株式会社ベネッセコーポレーションとの間で、資本及び業務提携契約を締結 



３ 【事業の内容】 

当社は、ただ単に成績向上を目的として勉強を教えるのではなく、子供達が学習上の成功体験を積むことにより自

信をもち、「大きな夢に向かって人生をイキイキと生きられる人間を育てること」という教育理念のもと、生徒一人

ひとりの「目的別」「能力別」「性格別」に対応した学習指導を１人の講師が１～２人の生徒に対し行っておりま

す。 

首都圏では「東京個別指導学院」、関西地区では「関西個別指導学院」、「京都個別指導学院」、東海地区では

「東京個別指導学院 名古屋校」、九州地区では「東京個別指導学院 福岡校」と称し、直営方式で運営しており、

平成19年５月31日現在、首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)144教室、関西地区(兵庫県、大阪府、京都府)36

教室、東海地区(愛知県)７教室、九州地区(福岡県)５教室の192教室を有しております。 

  



４ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成19年５月31日現在 

(注) １ 上記従業員数は就業人員であり、臨時雇用者(アルバイト講師及びパートタイマー)年間の平均人員を( )内に外数で記載

しております。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

363(6,972) 30.6 3.5 5,252,256



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当期におけるわが国の経済は、好調な輸出産業、堅調な企業収益の改善に支えられ、民間設備投資が増加し、緩

やかな拡大を継続しており、雇用環境は改善傾向が続いているものの、個人消費は概ね横ばいで推移いたしまし

た。 

当業界におきましては、新しい教育基本法が成立し、公布・施行され、“教育再生”に向けた動きが活発化する

なか、恒常的な問題である少子化により学齢人口の減少は進んでおり、生徒獲得競争にはより一層の激しさを増し

ております。 

このような状況の下、当社は「お客様に満足していただくこと」を至上命題として、生徒や保護者のニーズにき

め細かく応える「生徒第一主義」を徹底させてまいりました。 

教室展開といたしましては、市場シェアの拡大と顧客増加を目指し、首都圏では駒込教室(東京都豊島区)および

相模原教室(神奈川県相模原市)など４教室、関西地区では八戸ノ里教室(大阪府東大阪市)および岡本教室(兵庫県神

戸市)など３教室、九州地区では大橋教室(福岡県福岡市)に新規開校いたしました。また、生徒獲得状況が伸び悩ん

でいた、四条烏山教室(京都府京都市)を今後も改善の見込みが難しいと判断した為、閉鎖いたしました。これによ

って首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)144教室、関西地区(兵庫県、大阪府、京都府)36教室、東海地区

(愛知県)７教室、九州地区(福岡県)５教室の192教室体制となりました。 

業績といたしましては、生徒一人当たりの単価は堅調に推移しましたが、３～４月においての新規入会者が弱含

みとなり生徒数が落ち込んでしまいました。その結果、当期の売上高は16,318百万円(前年同期比1.5％増)、経常利

益2,435百万円(同2.9％増)、当期純利益1,348百万円(同0.1％増)となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、年間を通じて売上が堅調であったことにより営業

利益(2,344百万円)が増加し、運転資金として銀行借入を行ったものの、８校の新規開校費用、配当金、法人税等の

支払いおよび投資有価証券の取得等の支出により前事業年度末に比べ1,040百万円増加し、当期末には2,133百万円

となりました。 

当会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの原因は、次のとおりであります。 

  



〔営業活動におけるキャッシュ・フロー〕 

営業活動の結果得られた資金は1,389百万円(前年同期527百万円の資金の収入)となりました。 

これは主に、年間を通じて売上が堅調に推移したことにより営業利益は増加したものの、法人税等の支払いを

おこなったことによるものであります。 

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

投資活動の結果使用した資金は827百万円(前年同期2,483百万円の資金の収出)となりました。 

これは主に、投資有価証券の取得等および駒込教室他７校の新規開校に伴う敷金・保証金および有形固定資産

の取得、また既存教室の規模拡大の為のリニューアル工事等をおこなったことによるものであります。 

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

財務活動の結果得られた資金は478百万円(前年同期522百万円の資金の収出)となりました。 

これは主に、配当金の支払いおこなったものの、自己株式の処分および運転資金として銀行借入をおこなった

ことによるものであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産及び受注の状況 

当社は、生徒に対しての授業を行うことを主たる業務としておりますので、生産、受注の実績は、該当事項はあ

りません。 

  

(2) 販売実績 

  

(注) １ 生徒数は、期中平均の在籍人数を記載しております。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

部門 

第24期
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

前年同期比 

生徒数(人) 金額(千円) 構成比(％) 生徒数(％) 金額(％) 

個別指導塾部門    

 小学生 4,083 2,406,640 14.7 96.9 101.0

 中学生 10,800 6,821,996 41.9 96.4 105.9

 高校生 11,149 7,089,781 43.4 99.9 96.1

合計 26,032 16,318,417 100.0 97.9 101.5



３ 【対処すべき課題】 

今後のわが国経済は、好調な企業収益の継続により景気回復が続くと見込まれますが、一方で金利・原油価格等の

原料価格動向は内外経済に与える影響、米国の景気が減速していること等には留意する必要があります。 

このような情勢のもとで、学習塾業界は、「教育再生」の具体策となる教育３法成立により、教育に対する関心が

高まるなか、生徒獲得競争はさらに熾烈になるものと予想されます。 

当社は、事業コンセプトである「徹底した差別化」を推進することにより、個別指導塾業界のトップ企業としての

地位を更に確かなものにしたいと考えております。このためには、全国展開を積極的に進めて、市場シェアの確保と

顧客の増加による経営基盤の一層の強化を図ってまいります。 

当社と株式会社ベネッセコーポレーションとは、資本業務提携に合意し、平成19年５月18日付で、資本及び業務提

携契約を締結いたしました。また、株式会社ベネッセコーポレーションは、当社普通株式に対する公開買付けを公表

し、平成19年５月23日から６月19日までの期間で公開買付けを実施しました。その結果、株式会社ベネッセコーポレ

ーションは当社の普通株式33,610,800株を取得し、当社は株式会社ベネッセコーポレーションの子会社となりまし

た。 

緊密かつ友好的な協力関係の構築を図り、両社の事業を展開していく観点から、顧客獲得及び教材開発・販売に関

する相互協力、データベース及びＬＭＳ(Learning Management System：ラーニング・マネージメント・システム)

等個別指導サービス開発に関する相互協力その他、当社と株式会社ベネッセコーポレーションにおける業務提携を推

進し、両社の強みを活かし最大のシナジー効果を発揮できるように努めるとともに、当社の収益拡大・企業価値の向

上を目指してまいります。 

  

４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。 

(1) 業績の季節性による変動について 

当社は夏、冬、春の講習会及び２月、３月、４月に生徒募集活動を通常よりも活発に行っております。 

その結果、生徒数、各種売上及び営業利益は増加する傾向にあります。また、経費面でも生徒募集の広告宣伝

費、人件費及びその他経費も集中して発生しております。 



(2) 少子化と当社の今後の方針について 

当社の属する学習塾業界は、長期にわたる出生率低下に伴う少子化により、学齢人口の減少という大きな問題に

直面しております。少子化による影響は、同業間での生徒数確保に向けた競争の激化という直接的な影響だけでな

く、一部の学校を除いて入学試験の平易化及び推薦入試等、入試選抜方法の多様化により、入試を目的とした生

徒・保護者の入会、通塾に対する動機の希薄化に向かう可能性があります。このような状況の下、当社は「お客様

に満足していただくこと」を至上命題として、生徒や保護者のニーズにきめ細かく応える「生徒第一主義」を徹底

させることにより、あらゆるニーズに対応して参る所存でありますが、今後、少子化が急速に進展した場合及び生

徒・保護者のニーズが大幅に変化した場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

(3) 人材確保及び育成について 

当社は事業展開上６千人を越えるアルバイト講師を雇用しております。もし、優秀な講師の継続的採用及び育成

が困難になった場合、業績に多大な影響を与える可能性があります。 

(4) 個人情報の取扱いについて 

当社は効率的な学習指導を行うため、２万人を超える生徒・保護者の個人情報をデータベース化し管理しており

ます。もし、何らかの原因によって情報が流出した場合には、信用を失い、業績に多大な影響を与える可能性があ

ります。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

(1) 業務提携契約 

株式会社ベネッセコーポレーションと、資本業務提携契約を締結いたしました。 

資本業務提携契約の要旨は次のとおりであります。 

  

  

６ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 重要な会計方針および見積り 

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。 

この財務諸表の作成にあたりまして、当社の経営陣が決算日現在における資産・負債の報告数値および偶発債務

の開示、ならびに報告期間における収入・費用の報告数値に影響を与える見積りを必要とします。主なものとして

は、売上債権、たな卸資産、投資その他の資産、法人税等、偶発事象や訴訟等について見積もりし、継続して評価

を行っております。 

これらの見積りおよび評価については、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、見積り特有の不確

実性があるため、実際の結果と異なる場合があります。 

内容 

・当社普通株式に対する公開買付けの賛同。
・顧客獲得及び教材開発・販売に関する相互協力 
・データベース及びＬＭＳ(Learning Management System：ラーニング・マ
ネージメント・システム)等個別指導サービス開発に関する相互協力など 

提携先 株式会社ベネッセコーポレーション(岡山県岡山市)



(2) 財政状態の分析 

資産、負債及び純資産の状況 

〔資産〕 

資産合計は8,591百万円(前事業年度末比1,754百万円増)となりました。 

資産につきましては、運転資金として行った銀行借入および売上が堅調に推移し営業利益の増加等により現金

及び預金が増加しております。また、事業規模拡大の為に８教室を新規開校したことにより有形固定資産および

敷金・保証金等が増加し、投資有価証券の取得をおこなったことによるものであります。 

〔負債〕 

負債合計は2,299百万円(前事業年度末比675百万円増)となりました。 

負債については、運転資金として調達した銀行借入残によるものであります。 

〔純資産〕 

純資産合計は6,291百万円(前事業年度末比1,079百万円増)となりました。 

純資産については、堅調な業績により、利益剰余金が1,014百万円増加したことが主な要因であります。 

これにより、自己資本比率は、73.3％(前期末は76.2％)となりました。 

(3) キャッシュ・フローの分析 

当期のキャッシュ・フローの概況につきましては、「第２ 事業の状況、１ 業績等の概要、(2) キャッシュ・

フローの状況」をご参照ください。 

(4) 経営成績の分析 

「第２ 事業の状況、１ 業績等の概要、(1) 業績」をご参照ください。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当期中に実施致しました設備投資は、市場シェア拡大と顧客増加を目指し、８教室の新規開校および、既存教室の

設備改善等を行っております。その結果、総額120,605千円の設備投資を実施しました。 

なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

当社は、国内に192ヶ所の教室を運営しております。 

平成19年５月31日現在 

  

事業所名 
(所在地) 

事業部門 
別の名称 設備の内容 

帳簿価額(千円)
従業員数
(人) 

建物 構築物 車両運搬具 器具備品
土地

(面積㎡) 合計 

本社 
(東京都中央区) 管理部門 統括業務 

施設 32,468 ― 14,869 26,969
890

(121.02㎡)
75,196 138

(19)

首都圏第一ブロック 
(浦安教室他８教室) 

個別指導塾
部門 教室 7,164 ― ― 1,549 ― 8,713 12

(254)

首都圏第二ブロック 
(錦糸町教室他８教室) 

個別指導塾
部門 教室 5,395 36 ― 2,255 ― 7,686 11

(337)

首都圏第三ブロック 
(西葛西教室他７教室) 

個別指導塾
部門 教室 7,198 ― ― 3,440 ― 10,638 9

(257)

首都圏第四ブロック 
(新松戸教室他８教室) 

個別指導塾
部門 教室 5,670 ― ― 1,810 ― 7,481 10

(280)

首都圏第五ブロック 
(草加教室他８教室) 

個別指導塾
部門 教室 4,790 ― ― 2,861 ― 7,651 10

(267)

首都圏第六ブロック 
(都立大学教室 
他９教室) 

個別指導塾
部門 教室 19,751 ― ― 3,586 ― 23,337 12

(416)

首都圏第七ブロック 
(中村橋教室他６教室) 

個別指導塾
部門 教室 3,760 ― ― 3,764 ― 7,524 8

(247)

首都圏第八ブロック 
(高円寺教室他６教室) 

個別指導塾
部門 教室 3,299 ― ― 543 ― 3,842 8

(241)

首都圏第九ブロック 
(多摩センター教室 
他６教室) 

個別指導塾
部門 教室 5,685 ― ― 3,803 ― 9,488 8

(249)

首都圏第十ブロック 
(高島平教室他８教室) 

個別指導塾
部門 教室 6,828 ― ― 4,323 ― 11,151 10

(283)

首都圏第十一ブロック 
(立川教室他４教室) 

個別指導塾
部門 教室 2,686 ― ― 1,953 ― 4,639 7

(219)

首都圏第十二ブロック 
(津田沼教室他６室) 

個別指導塾
部門 教室 3,207 ― ― 2,120 ― 5,328 8

(197)

首都圏第十三ブロック 
(たまプラーザ教室 
他９教室) 

個別指導塾
部門 教室 13,822 69 ― 4,282 ― 18,174 12

(325)

首都圏十四ブロック 
(日吉教室他８教室) 

個別指導塾
部門 教室 6,210 ― ― 1,919 ― 8,130 10

(341)

首都圏十五ブロック 
(藤沢教室他８教室) 

個別指導塾
部門 教室 7,808 70 ― 2,220 ― 10,099 11

(362)

首都圏十六ブロック 
(茅ヶ崎教室他５教室) 

個別指導塾
部門 教室 5,504 334 ― 1,649 ― 7,488 6

(196)

首都圏十七ブロック 
(港南台教室他６教室) 

個別指導塾
部門 教室 3,010 ― ― 1,612 ― 4,622 8

(207)

首都圏十八ブロック 
(新百合ヶ丘教室 
他６教室) 

個別指導塾
部門 教室 4,687 ― ― 1,778 ― 6,465 10

(344)



  

(注) １ 投下資本の金額は有形固定資産の帳簿価額であり、消費税等は含んでおりません。 

２ 従業員数の( )内の数字は外数であり、臨時雇用者(アルバイト講師及びパートタイマー)の人数を示しております。 

３ リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。 

  

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

事業所名 
(所在地) 

事業部門 
別の名称 設備の内容 

帳簿価額(千円)
従業員数
(人) 

建物 構築物 車両運搬具 器具備品
土地

(面積㎡) 合計 

関西第一ブロック 
(北大路教室他５教室) 

個別指導塾
部門 教室 4,482 ― ― 1,429 ― 5,911 7

(196)

関西第二ブロック 
(枚方教室他６教室) 

個別指導塾
部門 教室 6,408 ― ― 2,423 ― 8,832 7

(231)

関西第三ブロック 
(泉ヶ丘教室他７教室) 

個別指導塾
部門 教室 8,667 ― ― 5,247 ― 13,914 9

(238)

関西第四ブロック 
(武庫之荘教室他５教室) 

個別指導塾
部門 教室 10,000 66 ― 1,834 ― 11,902 7

(210)

関西第五ブロック 
(尼崎教室他８教室) 

個別指導塾
部門 教室 15,892 ― ― 2,444 ― 18,336 11

(297)

東海ブロック 
(藤ヶ丘教室他６教室) 

個別指導塾
部門 教室 6,201 ― ― 2,195 ― 8,396 9

(217)

九州ブロック 
(西新教室他４教室) 

個別指導塾
部門 教室 16,926 ― ― 6,565 ― 23,492 5

(154)

合計 ― ― 217,529 578 14,869 94,582
890

(121.02㎡)
328,450 363

(6,584)

名称 台数 リース期間
年間リース料

(千円) 
リース契約残高 

(千円) 

事務機器関連 一式 ３年～５年 54,635 32,810 

教室内装設備等 ―― ３年～５年 156,733 126,703 

コンピューター関連 一式 ３年～５年 186,074 209,861 

車両 ２台 ３年 13,413 6,282 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注) 「提出日現在発行数」には、平成19年８月１日以降提出日までの新株予約権の権利行使(旧新株引受権の権利行使を含む。)

により発行されたものは含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 267,000,000

計 267,000,000

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成19年５月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年８月30日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 65,269,500 65,269,500
東京証券取引所
市場第一部 

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式 

計 65,269,500 65,269,500 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストックオプションの新株予約権の内容は次の

とおりであります。 

株主総会の特別決議(平成14年11月27日) 
  

(注) １ 新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。 
なお、平成17年１月21日付をもって１株を３株に株式分割、また平成18年６月１日付をもって１株を３株に株式分割した
ことに伴い、新株予約権１個当たりの株式数の調整が行われ、新株予約権１個当たりの株式数は、900株となっておりま
す。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整はその時点で
対象者が、新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数につい
ては、これを切り捨てるものとする。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

３ 権利付与日以降、株式の分割または併合が行われる場合、発行価額は分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるも
のとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 
なお、時価を下回る払込金額で新株を発行(ただし、転換社債の転換、新株引受権の権利行使を除く)するときは、次の算
式により発行価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端
数は切り上げる。 

４ 平成17年１月21日付をもって１株を３株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行
使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われておりま
す。 
平成18年６月１日付をもって１株を３株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行
使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われておりま
す。 

  
事業年度末現在

(平成19年５月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年７月31日) 

新株予約権の数 110個 10個

新株予約権のうち自己新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 99,000株 9,000株

新株予約権の行使時の払込金額 109円 109円

新株予約権の行使期間 
平成17年11月28日から
平成19年11月27日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 109円
資本組入額 55円

発行価格 109円
資本組入額 55円

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割り当てを受
けた者は、権利行使時におい
ても、当社の取締役又は使用
人の地位にあることを要す
る。ただし、取締役の地位を
喪失するとともに使用人の地
位を得た場合、もしくは、使
用人の地位を喪失するととも
に取締役もしくは監査役の地
位を得た場合には、この限り
ではない。その他の細目につ
いては、定時株主総会決議及
び取締役会決議に基づき、当
社と対象取締役及び対象従業
員との間で締結する「新株予
約権付与契約」に定めるもの
とする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入そ

の他の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項 ――― ――― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

――― ――― 

        
(既発行株式数)＋

(新規発行株式数)×(１株当たり払込金) 

(調整後 

新株発行価額) 
＝ 

(調整前 

新株発行価額) 
× 

(時価) 

(既発行株式数)＋(新規発行株式数) 

調整後発行価額＝調整前発行価額× 
１ 

分割・併合の比率



株主総会の特別決議(平成15年11月27日) 

  

(注) １ 新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。 
なお、平成17年１月21日付をもって、１株を３株に株式分割、また平成18年６月１日付をもって１株を３株に株式分割し
たことに伴い、新株予約権１個当たりの株式数の調整が行われ、新株予約権１個当たりの株式数は、900株となっており
ます。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整はその時点で
対象者が、新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数につい
ては、これを切り捨てるものとする。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

３ 当該新株予約権を発行後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く。)または自己
株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自
己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株
価」にそれぞれ読み替えるものとする。 
また、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生
じる１円未満の端数は切り上げる。 

４ 平成17年１月21日付をもって１株を３株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行
使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われておりま
す。 
平成18年６月１日付をもって１株を３株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行
使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われておりま
す。 

  
事業年度末現在

(平成19年５月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年７月31日) 

新株予約権の数 420個 8個

新株予約権のうち自己新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 378,000株 7,200株

新株予約権の行使時の払込金額 102円 102円

新株予約権の行使期間 
平成18年11月28日から
平成20年11月27日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 102円
資本組入額 51円

発行価格 102円
資本組入額 51円

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割り当てを受
けた者は、権利行使時におい
ても、当社の取締役又は使用
人の地位にあることを要す
る。ただし、取締役の地位を
喪失するとともに使用人の地
位を得た場合、もしくは、使
用人の地位を喪失するととも
に取締役もしくは監査役の地
位を得た場合には、この限り
ではない。その他の細目につ
いては、定時株主総会決議及
び取締役会決議に基づき、当
社と対象取締役及び対象従業
員との間で締結する「新株予
約権割当契約」に定めるもの
とする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入そ

の他の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項 ――― ――― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

――― ――― 

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当り払込金額 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率



株主総会の特別決議(平成15年11月27日) 

  

(注) １ 新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。 
なお、平成17年１月21日付をもって１株を３株に株式分割、また平成18年６月１日付をもって１株を３株に株式分割した
ことに伴い、新株予約権１個当たりの株式数の調整が行われ、新株予約権１個当たりの株式数は、900株となっておりま
す。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整はその時点で
対象者が、新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数につい
ては、これを切り捨てるものとする。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

３ 当該新株予約権を発行後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く。)または自己
株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自
己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株
価」にそれぞれ読み替えるものとする。 
また、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生
じる１円未満の端数は切り上げる。 

４ 平成17年１月21日付をもって１株を３株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行
使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われておりま
す。 
平成18年６月１日付をもって１株を３株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行
使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われておりま
す。 

  
事業年度末現在

(平成19年５月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年７月31日) 

新株予約権の数 369個 135個

新株予約権のうち自己新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 332,100株 121,500株

新株予約権の行使時の払込金額 163円 163円

新株予約権の行使期間 
平成18年11月28日から
平成20年11月27日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 163円
資本組入額 82円

発行価格 163円
資本組入額 82円

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割り当てを受
けた者は、権利行使時におい
ても、当社の取締役又は使用
人の地位にあることを要す
る。ただし、取締役の地位を
喪失するとともに使用人の地
位を得た場合、もしくは、使
用人の地位を喪失するととも
に取締役もしくは監査役の地
位を得た場合には、この限り
ではない。その他の細目につ
いては、定時株主総会決議及
び取締役会決議に基づき、当
社と対象取締役及び対象従業
員との間で締結する「新株予
約権割当契約」に定めるもの
とする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入そ

の他の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項 ――― ――― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

――― ――― 

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当り払込金額 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
×

新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率



株主総会の特別決議(平成16年８月27日) 
  

(注) １ 新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。 

なお、平成17年１月21日付をもって１株を３株に株式分割、また平成18年６月１日付をもって１株を３株に株式分割した

ことに伴い、新株予約権１個当たりの株式数の調整が行われ、新株予約権１個当たりの株式数は、900株となっておりま

す。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整はその時点で

対象者が、新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数につい

ては、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

３ 当該新株予約権を発行後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く。)または自己

株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自

己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株

価」にそれぞれ読み替えるものとする。 

また、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は切り上げる。 

４ 平成17年１月21日付をもって１株を３株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行

使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われておりま

す。 

平成18年６月１日付をもって１株を３株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行

使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われておりま

す。 
  

  
事業年度末現在

(平成19年５月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年７月31日) 

新株予約権の数 813個 783個

新株予約権のうち自己新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 731,700株 704,700株

新株予約権の行使時の払込金額 227円 227円

新株予約権の行使期間 
平成19年８月28日から
平成21年８月27日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 227円
資本組入額 114円

発行価格 227円
資本組入額 114円

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた
者は、権利行使時において、
当社の取締役、使用人、又は
社外協力者の地位にあること
を要する。その他の細目につ
いては、定時株主総会決議及
び取締役会決議に基づき、当
社と対象取締役及び対象従業
員又は対象社外協力者との間
で締結する「新株予約権割当
契約」に定めるものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入そ

の他の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項 ――― ――― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

――― ――― 

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
×

新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率



株主総会の特別決議(平成16年８月27日) 

  

(注) １ 新株予約権１個当たりの株式数は、300株であります。 

なお、平成18年６月１日付をもって１株を３株に株式分割したことに伴い、新株予約権１個当たりの株式数の調整が行わ

れ、新株予約権１個当たりの株式数は、900株となっております。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整はその時点で

対象者が、新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数につい

ては、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

３ 当該新株予約権を発行後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く。)または自己

株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自

己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株

価」にそれぞれ読み替えるものとする。 

また、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は切り上げる。 

４ 平成18年６月１日付をもって１株を３株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行

使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われておりま

す。 

  

  
事業年度末現在

(平成19年５月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年７月31日) 

新株予約権の数 427個 404個

新株予約権のうち自己新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 384,300株 363,600株

新株予約権の行使時の払込金額 301円 301円

新株予約権の行使期間 
平成19年８月28日から
平成21年８月27日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 301円
資本組入額 151円

発行価格 301円
資本組入額 151円

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた
者は、権利行使時において、
当社の取締役、使用人、又は
社外協力者の地位にあること
を要する。その他の細目につ
いては、定時株主総会決議及
び取締役会決議に基づき、当
社と対象取締役及び対象従業
員又は対象社外協力者との間
で締結する「新株予約権割当
契約」に定めるものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入そ

の他の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項 ――― ――― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

――― ――― 

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
×

新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率



株主総会の特別決議(平成16年８月27日) 

  

(注) １ 新株予約権１個当たりの株式数は、300株であります。 

なお、平成18年６月１日付をもって１株を３株に株式分割したことに伴い、新株予約権１個当たりの株式数の調整が行わ

れ、新株予約権１個当たりの株式数は、900株となっております。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整はその時点で

対象者が、新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数につい

ては、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

３ 当該新株予約権を発行後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く。)または自己

株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自

己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株

価」にそれぞれ読み替えるものとする。 

また、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は切り上げる。 

４ 平成18年６月１日付をもって１株を３株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行

使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われておりま

す。 

  

  
事業年度末現在

(平成19年５月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年７月31日) 

新株予約権の数 887個 853個

新株予約権のうち自己新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 798,300株 767,700株

新株予約権の行使時の払込金額 292円 292円

新株予約権の行使期間 
平成19年８月28日から
平成21年８月27日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 292円
資本組入額 146円

発行価格 292円
資本組入額 146円

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた
者は、権利行使時において、
当社の取締役、使用人、又は
社外協力者の地位にあること
を要する。その他の細目につ
いては、定時株主総会決議及
び取締役会決議に基づき、当
社と対象取締役及び対象従業
員又は対象社外協力者との間
で締結する「新株予約権割当
契約」に定めるものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入そ

の他の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項 ――― ――― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

――― ――― 

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
×

新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率



株主総会の特別決議(平成17年８月30日) 

  

(注) １ 新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。 

なお、平成18年６月１日付をもって１株を３株に株式分割したことに伴い、新株予約権１個当たりの株式数の調整が行わ

れ、新株予約権１個当たりの株式数は、300株となっております。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整はその時点で

対象者が、新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数につい

ては、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

３ 当該新株予約権を発行後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く。)または自己

株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自

己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株

価」にそれぞれ読み替えるものとする。 

また、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は切り上げる。 

４ 平成18年６月１日付をもって１株を３株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行

使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われておりま

す。 

  

  
事業年度末現在

(平成19年５月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年７月31日) 

新株予約権の数 2,167個 2,149個

新株予約権のうち自己新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 650,100株 644,700株

新株予約権の行使時の払込金額 447円 447円

新株予約権の行使期間 
平成20年８月31日から
平成22年８月30日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 447円
資本組入額 224円

発行価格 447円
資本組入額 224円

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた
者は、権利行使時において、
当社の取締役、使用人、又は
社外協力者の地位にあること
を要する。その他の細目につ
いては、定時株主総会決議及
び取締役会決議に基づき、当
社と対象取締役及び対象従業
員又は対象社外協力者との間
で締結する「新株予約権割当
契約」に定めるものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入そ

の他の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項 ――― ――― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

――― ――― 

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
×

新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率



株主総会の特別決議(平成17年８月30日) 

  

(注) １ 新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。 

なお、平成18年６月１日付をもって１株を３株に株式分割したことに伴い、新株予約権１個当たりの株式数の調整が行わ

れ、新株予約権１個当たりの株式数は、300株となっております。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整はその時点で

対象者が、新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数につい

ては、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

３ 当該新株予約権を発行後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く。)または自己

株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自

己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株

価」にそれぞれ読み替えるものとする。 

また、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は切り上げる。 

４ 平成18年６月１日付をもって１株を３株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行

使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われておりま

す。 

  

  
事業年度末現在

(平成19年５月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年７月31日) 

新株予約権の数 1,835個 1,735個

新株予約権のうち自己新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 550,500株 520,500株

新株予約権の行使時の払込金額 570円 570円

新株予約権の行使期間 
平成20年８月31日から
平成22年８月30日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 570円
資本組入額 285円

発行価格 570円
資本組入額 285円

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた
者は、権利行使時において、
当社の取締役、使用人、又は
社外協力者の地位にあること
を要する。その他の細目につ
いては、定時株主総会決議及
び取締役会決議に基づき、当
社と対象取締役及び対象従業
員又は対象社外協力者との間
で締結する「新株予約権割当
契約」に定めるものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入そ

の他の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項 ――― ――― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

――― ――― 

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
×

新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率



(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注) １ 平成11年11月11日開催の株主総会決議による新株予約権の権利行使 

２ 平成14年10月18日に、平成14年８月31日 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、所有株式数を１株に

つき1.5株の割合をもって分割いたしました。 

３ 平成11年11月11日開催の株主総会決議による新株予約権の権利行使 

４ 平成17年１月21日に平成16年11月30日 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、所有株式数を１株につ

き３株の割合をもって分割いたしました。 

５ 自己株式の消却による減少であります。 

６ 平成18年６月１日付をもって１株を３株に株式分割し、発行済株式総数が43,513,000株増加しております。 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成13年９月１日～ 
平成14年８月31日(注)１ 

136,000 5,054,000 36,856 641,343 36,720 1,012,755

平成14年10月18日(注)２ 2,527,000 7,581,000 ― 641,343 ― 1,012,755

平成14年９月１日～ 
平成15年８月31日(注)３ 

4,500 7,585,500 814 642,157 810 1,013,565

平成17年１月21日(注)４ 15,171,000 22,756,500 ― 642,157 ― 1,013,565

平成17年１月31日(注)５ △1,000,000 21,756,500 ― 642,157 ― 1,013,565

平成18年６月１日(注)６ 43,513,000 65,269,500 ― 642,157 ― 1,013,565

発行価格 541円

資本組入額 271円

発行価格 361円

資本組入額 181円



(5) 【所有者別状況】 

平成19年５月31日現在 

(注) １ 自己株式2,331,130株は、「個人その他」に23,311単元及び「単元未満株式の状況」に30株を含めて記載しております。 

２ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式を、８単元含めて記載しております。 

  

(6) 【大株主の状況】 

平成19年５月31日現在 

(注) １ 上記のほか当社所有の自己株式2,331千株(3.57％)があります。 

２ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

  

区分 

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株) 
政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人
その他 

計 

個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 34 25 50 41 5 8,558 8,713 ―

所有株式数 
(単元) 

― 121,125 10,203 62,031 76,339 92 382,674 652,464 23,100

所有株式数 
の割合(％) 

― 18.57 1.56 9.51 11.70 0.01 58.65 100.00 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

馬 場 信 治 東京都港区 20,977 32.14

有限会社エス・ビーアセット・
マネジメント 

東京都港区南麻布５―２―５―1101 3,315 5.08

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１―８―11 3,228 4.95

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２―11―３ 1,823 2.79

株式会社ライツコア 東京都港区虎ノ門４―３―１ 1,600 2.45

日興シティ信託銀行株式会社
(投信口) 

東京都品川区東品川２―３―14 1,409 2.16

ステートストリートバンクアン
ドラストカンパニー 
(常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室) 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 
02101 U.S.A 
(東京都中央区日本橋兜町６―７) 

1,103 1.73

ザチェースマンハッタンバンク
エヌエイロンドン 
(常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室) 

WOOLGATE HOUSE，COLEMAN STREET
LONDON EC２P ２HD，ENGLAND 
(東京都中央区日本橋兜町６―７) 

920 1.41

プラグ 
(常任代理人 株式会社三菱東
京UFJ銀行) 

P.O.BOX 3600 ABU DHABI UNITED
ARAB EMIRATES 
(東京都千代田区丸の内２―７―１ カ
ストディ事業部) 

900 1.38

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１―２―10 847 1.30

計 ― 36,153 55.39

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 3,157千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1,823千株

日興シティ信託銀行株式会社 1,409千株



(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
平成19年５月31日現在 

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が800株が含まれております。また、「議決権の数」欄

には、同機構名義の完全議決権に係る議決権の数８個が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 
平成19年５月31日現在 

  

(8) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ19の規定に基づき新株引受

権を付与する方法、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法に

よるものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 
  

  

(注) 付与の対象者と株式の数は平成19年７月31日現在のものであります。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式2,331,100

―
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 
    62,915,300

629,153 同上 

単元未満株式 普通株式  23,100 ― 同上 

発行済株式総数 65,269,500 ― ― 

総株主の議決権 ― 629,153 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 

(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社東京個別指導学
院 

東京都中央区佃一丁目 
11番８号 

2,331,100 ― 2,331,100 3.57

計 ― 2,331,100 ― 2,331,100 3.57

決議年月日 平成14年11月27日

付与対象者の区分及び人数 従業員１名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

― 



  

(注) 付与の対象者と株式の数は平成19年７月31日現在のものであります。 

  

(注) 付与の対象者と株式の数は平成19年７月31日現在のものであります。 

  

決議年月日 平成15年11月27日

付与対象者の区分及び人数 従業員１名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

― 

決議年月日 平成15年11月27日

付与対象者の区分及び人数 従業員11名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

― 



  

(注) 付与の対象者と株式の数は平成19年７月31日現在のものであります。 

  

(注) 付与の対象者と株式の数は平成19年７月31日現在のものであります。 

  

(注) 付与の対象者と株式の数は平成19年７月31日現在のものであります。 

  

決議年月日 平成16年８月27日

付与対象者の区分及び人数 取締役２名、従業員35名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

― 

決議年月日 平成16年８月27日

付与対象者の区分及び人数 取締役４名、従業員61名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

― 

決議年月日 平成16年８月27日

付与対象者の区分及び人数 取締役４名、従業員53名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

― 



  

(注) 付与の対象者と株式の数は平成19年７月31日現在のものであります。 

  

(注) 付与の対象者と株式の数は平成19年７月31日現在のものであります。 

  

決議年月日 平成17年８月30日

付与対象者の区分及び人数 取締役４名、従業員78名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

― 

決議年月日 平成17年８月30日

付与対象者の区分及び人数 取締役２名、従業員45名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

― 



２ 【自己株式の取得等の状況】 
  

  

(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

  

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

  

(注) １ 当事業年度における取得自己株式には、平成18年６月１日付の株式分割による増加分1,742,920株が含まれております。 

２ 当期間における取得自己株式には、平成19年８月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる

株式数は含めておりません。 

  

【株式の種類等】 

会社法第155条第３号及び会社法第155条第７号による普通株式の取得

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 

取締役会(平成19年７月６日)での決議状況 
(取得期間平成19年７月11日～平成19年８月28日) 

2,000,000 760,000,000 

当事業年度前における取得自己株式 ― ― 

当事業年度における取得自己株式 ― ― 

残存決議株式の総数及び価額の総額 ― ― 

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) ―   

当期間における取得自己株式 1,175,000 385,702,900 

提出日現在の未行使割合(％) 41.3 49.2 

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 

当事業年度における取得自己株式 1,742,970 19,100 

当期間における取得自己株式 ― ― 



(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

(注) 保有自己株式数には、平成19年８月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めており

ません。 

  

区分 
当事業年度 当期間 

株式数(株) 
処分価額の総額

(円) 
株式数(株)

処分価額の総額 
(円) 

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式 

― ― ― ― 

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ― 

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

― ― ― ― 

その他(自己株式の売却) ― ― 1,192,600 453,188,000 

その他(新株予約権の権利行使) 283,300 49,982,515 671,400 81,959,400 

保有自己株式数 2,331,130 ― 797,130 ― 



３ 【配当政策】 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要の経営政策と考えております。 

当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年２回を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配

当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

そのためには、財務体質の強化を図って、株主資本利益率(ROE)を高め、１株当たりの純資産額の向上に努めて、継

続的に安定した利益配当を行うようにしております。 

併せて今後の事業展開のために、内部留保の拡充も重要な課題であると位置付けております。これらを勘案し、業

績等に応じた配当を実施することを基本方針としております。 

この方針を踏まえて、当期の配当金につきましては、１株につき配当金６円(中間３円、期末３円)とさせて頂きま

す。 

内部留保資金の使途につきましては、企業体質の一層の強化と今後の事業展開等を勘案して決定する方針を採って

おります。 

当社は、中間配当を行うことができる旨を定めております。 

  

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) １ 最高・最低株価は、平成14年８月８日以前は日本証券業協会におけるもので( )表示をしており、平成14年８月９日以降

平成15年７月31日までは東京証券取引所市場第二部におけるものであります。また、平成15年８月１日以降は東京証券取

引所市場第一部におけるものであります。 

２ □は平成14年10月18日付の株式分割に伴う権利落後の株価であります(割当日：平成14年８月31日)。 

３ ※は平成17年１月21日付の株式分割に伴う権利落後の株価であります(割当日：平成16年11月30日)。 

４ ◎は平成18年６月１日付の株式分割に伴う権利落後の株価であります(割当日：平成18年５月31日)。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

決議年月日 
配当金の総額

(千円) 
１株当たり配当額 

(円) 

平成19年１月16日取締役会決議 188,493 3

平成19年８月29日定時株主総会決議 188,815 3

回次 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 

決算年月 平成14年８月 平成15年８月 平成16年５月 平成17年５月 平成18年５月 平成19年５月

最高(円) 
(5,450)
□2,600 

2,750 1,490
2,490

※1,100 
1,770 

◎ 529 
473

最低(円) 
(2,860)
□2,400 

662 769
1,117

※ 601 
683 

◎ 502 
256

月別 平成18年12月 平成19年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 

最高(円) 310 313 303 274 295 366

最低(円) 286 299 276 256 260 277



５ 【役員の状況】 

  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
(千株) 

代表取締役 
社長 ― 馬 場 信 治 昭和33年５月27日生

昭和60年８月 有限会社日本教育研究会設立 

(注)３ 20,977

平成６年５月 有限会社日本教育研究会を株式会

社日本教育研究会に改組し、代表

取締役社長就任 

平成11年12月 株式会社日本教育研究会を株式会

社東京個別指導学院に商号変更

し、当社代表取締役社長就任(現

任) 

平成15年６月 当社事業本部長 

代表取締役 
副社長 

事業本部長 
兼支援本部
長 

井 上 久 子 昭和40年12月15日生

平成７年７月 当社入社 

(注)３ 93

平成14年10月 当社事業本部長 

平成14年11月 当社取締役就任 

平成15年６月 当社首都圏事業部長兼首都圏第四

地域事業部長 

平成16年７月 当社営業部長 

平成17年６月 当社西日本事業部長 

平成17年９月 当社事業本部長(現任) 

平成18年５月 当社代表取締役副社長就任(現任) 

平成19年８月 当社支援本部長(現任) 

専務取締役 
管理本部長
兼経営企画
室長 

舟 戸 彰 一 昭和36年12月24日生

平成８年８月 当社入社 

(注)３ 90

平成10年７月 当社取締役就任 

平成14年10月 当社経営企画室長(現任) 

平成16年６月 当社常務取締役就任 

平成16年６月 当社支援本部長兼財務経理部長 

平成17年１月 当社人事部長 

平成17年９月 当社管理本部長(現任) 

平成18年５月 当社専務取締役就任(現任) 

取締役 
営業本部長
兼営業企画
部長 

齋 藤 勝 己 昭和39年５月20日生

平成10年６月 当社入社 

(注)３ 42

平成15年12月 当社首都圏事業部担当部長 

平成16年８月 当社取締役就任(現任) 

平成17年１月 当社営業統括部長 

平成17年９月 当社営業本部長(現任) 

平成19年８月 当社営業企画部長(現任) 

取締役 ― 岡 田 大 介 昭和35年１月７日生

昭和58年４月

  

株式会社福武書店(現株式会社ベ

ネッセコーポレーション)入社 

(注)３ ―

平成６年４月 同社幼児通信教育部所属長補佐 

平成７年１月 同社台北支社支社長 

平成14年１月 同社Children & Students カンパ

ニーアジアディビジョン ディビ

ジョンプレジデント 

平成14年７月

  

同社進研ゼミ(小)カンパニープレ

ジデント 

平成15年４月

  

同社執行役員兼児童教育カンパニ

ープレジデント 

平成19年４月 同社執行役員常務兼CMO 

平成19年６月 同社取締役兼執行役員常務兼CMO

兼営業本部長(現任) 

平成19年８月 当社取締役就任(現任) 



  

(注) １ 取締役岡田大介及び三木貴穂は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 監査役酒井宏祐、外山雄一、米林和吉及び桜木君枝は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３ 取締役の任期は、平成19年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年２月期に係る定時株主総会終結の時までであ

ります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
(千株) 

取締役 提携推進室
担当 成 島 由 美 昭和45年１月３日生

平成４年４月

  

株式会社福武書店(現株式会社ベ

ネッセコーポレーション)入社 

(注)３ ―

平成13年４月 同社中学講座事業部所属長補佐 

平成14年１月 同社中学講座事業部所属長 

平成17年11月

  

  

同社執行役員兼中学教育カンパニ

ープレジデント兼中学教育カンパ

ニー本部マネージャー 

平成19年４月 同社執行役員兼義務教育事業本部

副本部長(現任) 

平成19年８月

  

当社取締役就任(現任) 

当社提携推進室担当就任(現任) 

取締役 ― 三 木 貴 穂 昭和41年11月11日生

平成２年４月

  

株式会社東海銀行(現株式会社三

菱東京UFJ銀行)入行 

(注)３ ―

平成18年７月

  

株式会社ベネッセコーポレーショ

ン入社 

平成18年７月 同社財務部部長補佐(現任) 

平成19年２月

  

株式会社ベネッセアンファミーユ

取締役(現任) 

平成19年８月 当社取締役就任(現任) 

  
監査役 
（常勤） 

― 酒 井 宏 祐 昭和12年９月12日生

昭和37年４月 日本不動産銀行(現あおぞら銀行)

入行 

(注)４ ―

昭和62年６月 同行取締役資本市場部長就任 

平成９年６月 同行取締役副頭取退任 

平成９年６月 日債銀信託銀行(現あおぞら信託

銀行)社長就任 

平成11年３月 同行社長退任 

平成11年５月 AIMAC社(シンガポール)顧問就任 

平成15年３月 同社顧問辞任 

平成16年８月 当社常勤監査役就任(現任) 

監査役 ― 外 山 雄 一 昭和13年７月９日生

平成６年12月 外山雄一公認会計士事務所開業

(現任) 
(注)４ ―

平成10年４月 双葉監査法人代表社員就任(現任) 

平成10年９月 当社監査役就任(現任) 

監査役 ― 米 林 和 吉 昭和19年３月９日生

昭和47年４月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 

(注)５ 0

昭和47年４月 宮田光秀法律事務所入所 

平成２年10月 同事務所継承 

平成５年５月 同事務所を米林和吉法律事務所に

名称変更し代表者に就任(現任) 

平成６年４月 第一東京弁護士会副会長 

関東弁護士連合会常務理事 

平成13年４月 日本弁護士連合会常務理事 

平成15年11月 当社監査役就任(現任) 

監査役 ― 桜 木 君 枝 昭和33年９月６日生

昭和56年３月 株式会社福武書店(現株式会社ベ

ネッセコーポレーション)入社 

(注)５ ―

平成２年４月 同社中学通信教育部課長 

平成３年４月 同社出版部広告課長 

平成７年４月 同社出版部書籍事業部門統括 

平成10年11月 同社ビジネスエシックスコミッテ

ィ課長 

平成15年１月 同社企業倫理・コンプライアンス

室長 

平成15年６月 同社常勤監査役(現任) 

平成19年８月 当社監査役就任(現任) 

計 21,204



４ 監査役酒井宏祐および外山雄一の任期は平成18年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年２月期に係る定時株主

総会終結の時までであります。 

５ 監査役米林和吉および桜木君枝の任期は、平成19年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年２月期に係る定時株

主総会終結の時までであります。 

  



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識すると

ともに、変動する社会、経営環境に対応した迅速な経営意志の決定と、経営の健全性の向上を図ることによって株主

価値を高めることを経営の最も重要な課題の一つとして位置づけております。その実現のために、法律上の機能制度

である、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査等を一層強化・改善・整備し、経営環境の変化にスピーディに対

応できる組織に再編成しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させたいと考えております。また、株主・投資家

の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、幅広い情報公開により、経営の透明性の向上を目指してま

いります。 

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

① 会社の機関の説明 

当社は監査役制度を採用しており、監査役４名は全員社外監査役(うち１名は常勤)であります。監査役は取締

役会及びその他の社内会議に出席するとともに、計画的に教室や本部各部署を監査し、取締役の職務執行状況を

監査できる体制をとっております。監査役と当社との間に人的関係及び取引等の利害関係はありません。 

また、提出日現在、取締役会は７名で構成されており、十分な論議の上に迅速な意思決定を行いうる人数規模

となっております。取締役会は毎月１回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法

令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次討議、検討を行なって

おります。 



② 当社の経営上の意思決定、業務執行および内部統制にかかわる経営組織の概要は下の図の通りであります。 

 

③ 内部統制システムの整備の状況 

当社の内部統制につきましては、監査役による監査のほか、各部署の業務執行の妥当性・適法性・効率性につ

いてのチェック・検討を行なうために、内部監査室を設置しております。内部監査室(２名)では、年間監査計画

に基づく通常監査のほか、必要に応じ随時監査を実施しております。 

  

(2) リスク管理体制の整備の状況 

当社は、企業として継続的に存続・発展する責任を果たすとともに、当社の顧客である生徒に対して天災害や事

故等に対する安全確保、また事業目的の達成を阻害する様々な不確実な要因を管理することにより、起こりうるリ

スクを事前に防止し、問題の兆候を早期に発見し対処しております。当社における危機管理に関する最高統括機関

として、「危機管理委員会(平成13年５月設立)」を設置しておりましたが、さらに、コンプライアンス経営を徹底

するため、「危機管理・コンプライアンス委員会(平成18年５月設立)」を設置し、同委員会(16名(委員長・常任委

員含む))にて重要な問題を審議する等の活動を行うとともに、取締役会及び監査役会に定期的にその結果を報告す

るとともに、内部監査室と連携を図る事により、二重のチェックを行なうものとしてます。また、顧問弁護士に

は、法律上の判断を必要とする場合に適時アドバイスを受けております。 

  

(3) 役員報酬の内容 

取締役の年間報酬総額116,911千円(当社は社外取締役がおりませんので、社外取締役へ支払った報酬はありませ

ん) 

監査役の年間報酬総額15,408千円(うち社外監査役15,408千円) 

  



(4) 会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要 

当社は、当社役員等関係者と当社との取引については、適法かつ適正な開示を実施するとともに、当該取引の妥

当性を確保することとしております。 

  

(5) 社外取締役、社外監査役との責任限定契約の状況 

社外取締役の岡田大介氏、三木貴穂氏及び社外監査役の桜木君枝氏との間に、平成19年８月に、社外役員がその

職務を行うにつき善意であり過失がなかったときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額が損害賠償の額

となる旨の責任限定契約を締結しております。 

  

(6) 取締役の定数 

当社の取締役は８名以内とする旨を定款で定めております。 

  

(7) 監査報酬の内容 

第24期の監査法人トーマツへの公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬は16,500千円、それ以外

の業務に基づく報酬は1,250千円であります。 

また、業務を執行した公認会計士の氏名は指定社員・業務執行社員井上隆司、指定社員・業務執行社員岸務であ

り、会計監査業務に係る補助者は公認会計士４名、会計士補３名、その他２名であります。 

  

(8) その他の事項 

当社は、剰余金の配当等について、剰余金の使途の決定が高度な経営上の判断であるという観点から、この決定

を取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めており、株主への機動的な利益還元を可能にしてお

ります。 

会社法第309条第２項に定める事項について、定款の定めにより定足数を緩和することが認められていることに伴

い、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席数を定足数と定めておりま

す。また、取締役及び監査役の選任についても、定足数を議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１

以上を有する株主の出席とする旨を定めております。 

  



第５ 【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前事業年度(平成17年６月１日から平成18年５月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年

度(平成18年６月１日から平成19年５月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前事業年度(平成17年６月１日から平成18年５月31日まで)及び当

事業年度(平成18年６月１日から平成19年５月31日まで)の財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けて

おります。 

  

３ 連結財務諸表について 

当社は、子会社がないため、連結財務諸表は作成しておりません。 



１ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  

  
第23期

(平成18年５月31日) 
第24期 

(平成19年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(資産の部)      

Ⅰ 流動資産      

１ 現金及び預金   1,593,518 2,633,804  

２ 授業料等未収入金   698,467 675,611  

３ 教材   11,834 11,531  

４ 貯蔵品   274 1,930  

５ 前払費用   247,114 270,239  

６ 繰延税金資産   113,638 98,274  

７ その他   13,279 35,917  

貸倒引当金   △33,723 △39,157  

流動資産合計   2,644,405 38.7 3,688,151 42.9

Ⅱ 固定資産      

１ 有形固定資産      

(1) 建物 569,549 604,791    

減価償却累計額 357,855 211,693 387,261 217,529  

(2) 構築物 3,440 2,692    

減価償却累計額 2,536 903 2,114 578  

(3) 車両運搬具 ― 21,834    

減価償却累計額 ― ― 6,965 14,869  

(4) 器具備品 358,052 361,078    

減価償却累計額 265,124 92,927 266,495 94,582  

(5) 土地   890 890  

有形固定資産合計   306,415 4.5 328,450 3.8

２ 無形固定資産      

(1) ソフトウェア   18,030 29,195  

(2) 電話加入権   34,395 34,395  

無形固定資産合計   52,425 0.8 63,590 0.7



  

  

  
第23期

(平成18年５月31日) 
第24期 

(平成19年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

３ 投資その他の資産      

(1) 投資有価証券   2,298,536 2,942,577  

(2) 出資金   565 65  

(3) 長期前払費用   14,026 24,690  

(4) 繰延税金資産   50,708 41,088  

(5) 敷金・保証金   1,397,317 1,423,489  

(6) その他   72,426 79,152  

投資その他の資産合計   3,833,580 56.0 4,511,063 52.6

固定資産合計   4,192,420 61.3 4,903,103 57.1

資産合計   6,836,826 100.0 8,591,255 100.0

       



  

  

  
第23期

(平成18年５月31日) 
第24期 

(平成19年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債      

１ 買掛金   12,131 10,335  

２ 一年内返済予定 
  長期借入金 

  ― 330,000  

３ 未払金   195,816 264,457  

４ 未払費用   442,742 442,692  

５ 未払法人税等   584,318 517,994  

６ 未払消費税等   139,337 63,018  

７ 前受金   97,262 126,636  

８ 預り金   34,879 26,477  

９ 賞与引当金   118,131 95,834  

流動負債合計   1,624,619 23.8 1,877,447 21.8

Ⅱ 固定負債      

１ 長期借入金   ― 422,500  

固定負債合計   ― ― 422,500 4.9

負債合計   1,624,619 23.8 2,299,947 26.7

(純資産の部)             

Ⅰ 株主資本             

１ 資本金   642,157 9.4   642,157 7.5 

２ 資本剰余金             

(1) 資本準備金 1,013,565     1,013,565     

(2) その他資本剰余金 12,317     22,197     

資本剰余金合計   1,025,883 15.0   1,035,763 12.1 

３ 利益剰余金             

(1) 利益準備金 6,900     6,900     

(2) その他利益剰余金             

別途積立金 950,000     950,000     

繰越利益剰余金 3,093,409     4,107,668     

利益剰余金合計   4,050,309 59.2   5,064,568 59.0 

４ 自己株式   △461,236 △6.7   △411,273 △4.8 

株主資本合計   5,257,113 76.9   6,331,216 73.8 

Ⅱ 評価・換算差額等             

１ その他有価証券評価 
  差額金 

  △44,905     △39,908   

評価・換算差額等合計   △44,905 △0.7   △39,908 △0.5 

純資産合計   5,212,207 76.2   6,291,308 73.3 

負債純資産合計   6,836,826 100.0   8,591,255 100.0 

       



② 【損益計算書】 

  

  

  
第23期

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

第24期 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高   16,072,441 100.0 16,318,417 100.0

Ⅱ 売上原価   9,536,378 59.3 9,609,159 58.9

売上総利益   6,536,062 40.7 6,709,258 41.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１ 広告宣伝費 2,130,511 2,267,776   

２ 役員報酬 149,713 132,319   

３ 給与・手当 292,256 288,804   

４ 賞与 28,099 25,122   

５ 賞与引当金繰入額 22,101 20,984   

６ 雑給 117,067 108,918   

７ 地代家賃 62,012 67,827   

８ 減価償却費 14,874 29,734   

９ 求人費 170,382 231,175   

10 支払手数料 522,475 484,440   

11 リース料 212,321 199,633   

12 貸倒引当金繰入額 26,686 23,297   

13 その他 446,055 4,194,558 26.1 485,081 4,365,118 26.7

営業利益   2,341,504 14.6 2,344,140 14.4

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息 15,793 19,977   

２ 受取配当金 14,041 80,128   

３ 消費税等調整額 1,030 667   

４ 受取手数料 247 234   

５ その他 604 31,716 0.2 7,133 108,140 0.6

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息 5 13,665   

２ 支払手数料 3,366 3,029   

３ 自己株式取得手数料 2,045 ―   

４ その他 799 6,217 0.0 329 17,024 0.1

経常利益   2,367,002 14.8 2,435,256 14.9



  

  

  
第23期

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

第24期 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅵ 特別利益     

１ 会員権売却益 15,598 15,598 0.1 ― ― ―

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産除却損 ※１ 8,031 10,155   

２ 投資有価証券評価損 1,524 287   

３ 貸借契約解約損 5,833 5,087   

４ 過年度給与手当 ― 49,923   

５ 出資金清算損 ― 15,389 0.1 247 65,700 0.4

税引前当期純利益   2,367,211 14.8 2,369,555 14.5

法人税、住民税 
及び事業税 

994,203 999,051   

法人税等調整額 25,290 1,019,494 6.4 21,555 1,020,607 6.2

当期純利益   1,347,717 8.4 1,348,948 8.3



売上原価明細書 

  

(注) 

  

  
第23期

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

第24期 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

Ⅰ 教材費      

教材期首棚卸高 12,248 11,834    

当期教材仕入高 176,032 160,684    

計 188,281 172,519    

他勘定振替高 (注) 43,400 35,496    

教材期末棚卸高 11,834 133,046 1.4 11,531 125,491 1.3

Ⅱ 人件費      

給与・手当 1,267,991 1,248,593    

講師給与 4,562,554 4,679,856    

賞与 93,975 73,340    

賞与引当金繰入 96,030 65,271    

その他 406,028 6,426,579 67.4 397,612 6,464,674 67.3

Ⅲ 経費      

研究用教材費 43,400 35,496    

地代家賃 1,557,000 1,645,749    

リース料 257,410 226,482    

施設諸経費 347,766 342,475    

通信費 154,741 152,790    

消耗品費 131,024 131,901    

減価償却費 45,515 52,782    

水道光熱費 185,123 186,281    

その他 254,769 2,976,752 31.2 245,033 3,018,993 31.4

売上原価   9,536,378 100.0 9,609,159 100.0

第23期 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

第24期
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

 研究用教材費 43,400千円

    計 43,400千円

他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

 研究用教材費 35,496千円

    計 35,496千円



③ 【株主資本等変動計算書】 

第23期(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

  

  

  

  

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成17年５月31日残高(千円) 642,157 1,013,565 1,980 1,015,546 

事業年度中の変動額         

 自己株式の処分 ― ― 10,336 10,336 

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

― ― 10,336 10,336 

平成18年５月31日残高(千円) 642,157 1,013,565 12,317 1,025,883 

  

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金

合計 別途積立金 
繰越利益
剰余金 

平成17年５月31日残高(千円) 6,900 950,000 2,059,893 3,016,793 △246,365 4,428,132 

事業年度中の変動額             

 剰余金の配当 ― ― △210,418 △210,418 ― △210,418 

 剰余金の配当(中間配当) ― ― △103,782 △103,782 ― △103,782 

 当期純利益 ― ― 1,347,717 1,347,717 ― 1,347,717 

 自己株式の取得 ― ― ― ― △343,631 △343,631 

 自己株式の処分 ― ― ― ― 128,760 139,096 

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

― ― 1,033,516 1,033,516 △214,871 828,981 

平成18年５月31日残高(千円) 6,900 950,000 3,093,409 4,050,309 △461,236 5,257,113 

  

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成17年５月31日残高(千円) ― ― ― 4,428,132 

事業年度中の変動額         

 剰余金の配当 ― ― ― △210,418 

 剰余金の配当(中間配当) ― ― ― △103,782 

 当期純利益 ― ― ― 1,347,717 

 自己株式の取得 ― ― ― △343,631 

 自己株式の処分 ― ― ― 139,096 

 その他有価証券評価差額 
 (純額) 

△44,905 △44,905 ― △44,905 

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

△44,905 △44,905 ― 784,075 

平成18年５月31日残高(千円) △44,905 △44,905 ― 5,212,207 



第24期(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

  

  

  

(注) 平成18年８月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年５月31日残高(千円) 642,157 1,013,565 12,317 1,025,883 

事業年度中の変動額         

 自己株式の処分 ― ― 9,880 9,880 

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

― ― 9,880 9,880 

平成19年５月31日残高(千円) 642,157 1,013,565 22,197 1,035,763 

  

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金

合計 別途積立金 
繰越利益
剰余金 

平成18年５月31日残高(千円) 6,900 950,000 3,093,409 4,050,309 △461,236 5,257,113 

事業年度中の変動額             

 剰余金の配当(注) ― ― △146,195 △146,195 ― △146,195 

 剰余金の配当(中間配当) ― ― △188,493 △188,493 ― △188,493 

 当期純利益 ― ― 1,348,948 1,348,948 ― 1,348,948 

 自己株式の取得 ― ― ― ― △19 △19 

 自己株式の処分 ― ― ― ― 49,982 59,862 

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

― ― 1,014,259 1,014,259 49,963 1,074,103 

平成19年５月31日残高(千円) 6,900 950,000 4,107,668 5,064,568 △411,273 6,331,216 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年５月31日残高(千円) △44,905 △44,905 5,212,207 

事業年度中の変動額       

 剰余金の配当(注) ― ― △146,195 

 剰余金の配当(中間配当) ― ― △188,493 

 当期純利益 ― ― 1,348,948 

 自己株式の取得 ― ― △19 

 自己株式の処分 ― ― 59,862 

 その他有価証券評価差額 
 (純額) 

4,997 4,997 4,997 

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

4,997 4,997 1,079,101 

平成19年５月31日残高(千円) △39,908 △39,908 6,291,308 



④ 【キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

   
第23期

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

第24期 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前当期純利益   2,367,211 2,369,555 

減価償却費   60,389 82,516 

長期前払費用償却   9,519 10,896 

貸倒引当金の増減額(減少：△)   6,444 5,434 

賞与引当金の増減額(減少：△)   118,131 △22,297 

受取利息及び受取配当金   △29,834 △100,105 

支払利息   5 13,665 

支払手数料   3,366 3,029 

自己株式取得に伴う支払手数料   2,045 △1 

固定資産除却損   8,031 10,155 

投資有価証券評価損   1,524 287 

出資金清算損   ― 247 

会員権売却益   △15,598 ― 

売上債権の増減額(増加：△)   △511,567 22,856 

たな卸資産の増減額(増加：△)   4,791 △1,352 

その他流動資産の増減額(増加：△)   369,124 △53,864 

仕入債務の増減額(減少：△)   483 △1,795 

前受金の増減額(減少：△)   △562,611 29,373 

未払消費税等の増減額(減少：△)   △28,986 △76,319 

その他流動負債の増減額(減少：△)   △42,628 76,106 

小計   1,759,843 2,368,388 

利息及び配当金の受取額   27,936 99,826 

利息の支払額   △5 △14,353 

法人税等の支払額   △1,260,441 △1,064,267 

営業活動によるキャッシュ・フロー   527,332 1,389,595 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

投資有価証券の取得による支出   △2,359,213 △635,901 

有形固定資産の取得による支出   △69,856 △116,394 

無形固定資産の取得に伴う支出   △10,200 △17,700 

敷金及び保証金の増加による支出   △84,454 △43,048 

敷金及び保証金の返還による収入   24,937 12,658 

長期前払費用の増加による支出   △10,726 △15,386 

出資金清算による収入   ― 252 

その他投資の取得による支出   △6,726 △11,858 

その他投資の売却による収入   32,598 ― 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △2,483,641 △827,377 



  

  

   
第23期

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

第24期 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入れによる収入   ― 1,000,000 

短期借入金の返済による支出   ― △1,000,000 

長期借入れによる収入   ― 1,000,000 

長期借入金の返済による支出   ― △247,500 

支払手数料の支出   △2,562 △3,153 

ファイナンス・リース債務の返済 
による支出 

  △819 ― 

自己株式の処分による収入   139,096 59,862 

自己株式取得による支出   △345,780 △17 

配当金の支払額   △312,715 △331,122 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △522,780 478,068 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)   △2,479,089 1,040,286 

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高   3,572,607 1,093,518 

Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高 ※１ 1,093,518 2,133,804 

      



重要な会計方針 

  

  

項目 
第23期

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

第24期 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定しております。) 

 時価のないもの 

  移動平均法に基づく原価法 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

  

  

  

 時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 教材 

  総平均法による原価法 

(2) 貯蔵品 

  最終仕入原価法 

(1) 教材 

同左 

(2) 貯蔵品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法(但し、建物(建物附属設備

は除く)は、定額法) 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物(建物附属設備を
含む) 

３～39年

構築物 10～15年

器具備品 ２～10年

(1) 有形固定資産 

  定率法(但し、建物(建物附属設備

は除く)は、定額法) 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物(建物附属設備を 
含む) 

３～39年

構築物 10～15年

車両運搬具 ６年

器具備品 ２～10年

  (2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によってお

ります。 

(2) 無形固定資産 

同左 

  (3) 長期前払費用 

  定額法 

(3) 長期前払費用 

同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 賞与引当金 

   従業員賞与の支給に備えるた

め、翌期の賞与支給見込額のう

ち、当期負担額を計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

同左 



  

  

項目 
第23期

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

第24期 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

５ 収益及び費用の計上基準  授業料収入(講習会収入を含む)につ

いては、授業期間に対応して収益を計

上し、教材費収入については教材提供

時の属する事業年度の収益に計上し、

入会金収入及び設備費収入は、授業開

始時の属する事業年度の収益に計上し

ております。 

同左 

６ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 

  

  

７ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な現金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

  



(会計処理方法の変更) 

  

  

  

次へ 

第23期 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

第24期
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当期より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

６号 平成15年10月31日)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

――――――――― 

(役員賞与に係る会計基準) 

 当期より「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基

準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号)を

適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

  

(貸借対照表「純資産の部」の表示) 

 当期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準第５号 平成17年12月９日)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」(企業会計基準適用指針第８号 平成17年12

月９日)を適用しております。 

 従来の資本の部に相当する金額は、純資産の部と同額

であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

  

  

(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等

の一部改正) 

 当期より、改正後の「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 最終改正

平成17年12月27日 企業会計基準第１号)及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会 最終改正平成17年12月27日

企業会計基準適用指針第２号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  



注記事項 

(損益計算書関係) 
  

  

(株主資本等変動計算書関係) 

第23期(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 
  

(注) １ 普通株式の自己株式の株式数増加400,150株は、単元未満株式の買取りによる増加150株、自社株買付による増加400,000

株であります。 

２ 普通株式の自己株式の株式数減少243,300株は、ストック・オプションの権利行使であります。 

  

２ 新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 
  

  

(2) 基準日が当期に属する配当金のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 
  

  

第23期 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

第24期
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

※１ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 4,851千円

器具備品 1,136千円

長期前払費用 400千円

賃借物件原状回復費用 1,643千円

   計 8,031千円

※１ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 2,670千円

構築物 206千円

器具備品 2,010千円

長期前払費用 135千円

賃借物件原状回復費用 5,132千円

 計 10,155千円

  前期末株式数(株)
当期増加株式数

(株) 
当期減少株式数

(株) 
当期末株式数(株) 摘要 

発行済株式   

普通株式 21,756,500 ― ― 21,756,500   

合計 21,756,500 ― ― 21,756,500   

自己株式   

普通株式 714,610 400,150 243,300 871,460 注１.２ 

合計 714,610 400,150 243,300 871,460   

決議 株式の種類 
配当金 
の総額 
(千円) 

１株当たり
配当額 
(円) 

基準日 効力発生日 

平成17年８月30日 
定時株主総会 

普通株式 210,418 10 平成17年５月31日 平成17年８月31日 

平成18年１月13日 
取締役会 

普通株式 103,782 5 平成17年11月30日 平成18年２月17日 

決議 株式の種類 
配当金 
の総額 
(千円) 

配当の原資
１株当たり
配当額 
(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年８月29日 
定時株主総会 

普通株式 146,195 利益剰余金 7 平成18年５月31日 平成18年８月30日



第24期(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 
  

(注) １ 普通株式の発行済株式総数の増加43,513,000株は、平成18年６月１日付けで、普通株式１株につき３株の割合をもって株

式分割をしたことによるものであります。 

２ 普通株式の自己株式の株式数増加1,742,970株は、平成18年６月１日付けで、普通株式１株につき３株の割合をもって株

式分割をしたことによる増加1,742,920株及び単元未満株式の買取りによる増加50株によるものであります。 

３ 普通株式の自己株式の株式数減少283,300株は、ストック・オプションの権利行使であります。 

  

２ 新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 
  

  

(2) 基準日が当期に属する配当金のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 
  

  

  前期末株式数(株)
当期増加株式数

(株) 
当期減少株式数

(株) 
当期末株式数(株) 摘要 

発行済株式   

普通株式 21,756,500 43,513,000 ― 65,269,500 注１ 

合計 21,756,500 43,513,000 ― 65,269,500   

自己株式   

普通株式 871,460 1,742,970 283,300 2,331,130 注２.３ 

合計 871,460 1,742,970 283,300 2,331,130   

決議 株式の種類 
配当金 
の総額 
(千円) 

１株当たり
配当額 
(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年８月29日 
定時株主総会 

普通株式 146,195 7 平成18年５月31日 平成18年８月30日 

平成19年１月16日 
取締役会 

普通株式 188,493 3 平成18年11月30日 平成19年２月19日 

決議 株式の種類 
配当金 
の総額 
(千円) 

配当の原資
１株当たり
配当額 
(円) 

基準日 効力発生日 

平成19年８月29日 
定時株主総会 

普通株式 188,815 利益剰余金 3 平成19年５月31日 平成19年８月30日



(キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

次へ 

第23期 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

第24期
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係 

(平成18年５月31日現在)

現金及び預金勘定 1,593,518千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△500,000千円

現金及び現金同等物 1,093,518千円

１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係 

(平成19年５月31日現在)

現金及び預金勘定 2,633,804千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 

△500,000千円

現金及び現金同等物 2,133,804千円



(リース取引関係) 
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第23期 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

第24期
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

    
取得価額 
相当額 
(千円) 

  
減価償却累
計額相当額 
(千円) 

  
期末残高
相当額 
(千円) 

建物   192,575   109,730   82,844

器具備品   930,650   669,968   260,682

ソフトウェア   511,932   354,600   157,331

合計   1,635,158   1,134,298   500,859

取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却累
計額相当額 
(千円) 

  
期末残高 
相当額 
(千円) 

建物   168,978   96,659   72,318

器具備品   664,875   528,363   136,511

車両運搬具   15,538   2,589   12,948

ソフトウェア  463,761   372,346   91,414

合計   1,313,153   999,958   313,194

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 316,340千円

１年超 211,302千円

 合計 527,643千円

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 175,545千円

１年超 148,035千円

合計 323,580千円

(3) 当期の支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 400,616千円

減価償却費相当額 365,510千円

支払利息相当額 24,707千円

(3) 当期の支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 346,540千円

減価償却費相当額 316,575千円

支払利息相当額 13,562千円

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

  ・減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

  ・利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

  ・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

  ・利息相当額の算定方法 

同左 

  (減損損失について) 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

  (減損損失について) 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

２ オペレーティング・リース取引 

１年以内 3,600千円

１年超 ―千円

 合計 3,600千円

  
  



(有価証券関係) 

第23期(平成18年５月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

  

  

  種類 取得原価(千円)
貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの 

(1) 株式 ― ― ―

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの 

(1) 株式 2,359,213 2,283,499 △75,713

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 2,359,213 2,283,499 △75,713

合計 2,359,213 2,283,499 △75,713

  貸借対照表計上額(千円) 

(1) その他有価証券  

   非上場株式 11,287

   出資金 3,750



第24期(平成19年５月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 
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  種類 取得原価(千円)
貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの 

(1) 株式 ― ― ―

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの 

(1) 株式 2,995,114 2,927,827 △67,287

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 2,995,114 2,927,827 △67,287

合計 2,995,114 2,927,827 △67,287

  貸借対照表計上額(千円) 

(1) その他有価証券  

   非上場株式 11,000

   出資金 3,750



(デリバティブ取引関係) 

第23期(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

第24期(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

(退職給付関係) 

第23期(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

当社は、退職給付に関する制度がありませんので、退職給付関係の記載をしておりません。 

  

第24期(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

当社は、退職給付に関する制度がありませんので、退職給付関係の記載をしておりません。 
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(ストック・オプション等関係) 

第23期（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

ストック・オプションの内容、規模およびその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

  

  

  第３回新株引受権 第４回新株引受権 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

付与対象者の 
区分及び数 

当社取締役 1名
当社従業員 62名
   

  
当社従業員 126名
当社臨時従業員 62名

当社従業員 29名 当社従業員 27名

ストック・オ 
プション数(注) 

普通株式 89,000株 普通株式 82,800株 普通株式 72,000株 普通株式 54,500株

付与日 平成12年11月29日 平成13年11月28日 平成15年８月29日 平成16年１月27日 

権利確定条件 

 新株予約権の割り当
てを受けた者は、権利
行使時においても、当
社の取締役又は従業員
の地位にあることを要
する。ただし、取締役
の地位を喪失するとと
もに従業員の地位を得
た場合、もしくは、従
業員の地位を喪失する
とともに取締役もしく
は監査役の地位を得た
場合はこの限りではな
い。その他の細目につ
いては、定時株主総会
決議及び取締役会決議
に基づき、当社との間
で締結する「新株予約
権付与契約」に定める
ものとする。 

 新株予約権の割り当
てを受けた者は、権利
行使時においても、当
社の取締役又は使用人
の地位にあることを要
する。ただし、取締役
の地位を喪失するとと
もに使用人の地位を得
た場合、もしくは、使
用人の地位を喪失する
とともに取締役もしく
は監査役の地位を得た
場合はこの限りではな
い。その他の細目につ
いては、定時株主総会
決議及び取締役会決議
に基づき、当社との間
で締結する「新株予約
権付与契約」に定める
ものとする。 

新株予約権の割り当
てを受けた者は、権利
行使時においても、当
社の取締役又は使用人
の地位にあることを要
する。ただし、取締役
の地位を喪失するとと
もに使用人の地位を得
た場合、もしくは、使
用人の地位を喪失する
とともに取締役もしく
は監査役の地位を得た
場合はこの限りではな
い。その他の細目につ
いては、定時株主総会
決議及び取締役会決議
に基づき、当社との間
で締結する「新株予約
権付与契約」に定める
ものとする。 

新株予約権の割り当
てを受けた者は、権利
行使時においても、当
社の取締役又は使用人
の地位にあることを要
する。ただし、取締役
の地位を喪失するとと
もに使用人の地位を得
た場合、もしくは、使
用人の地位を喪失する
とともに取締役もしく
は監査役の地位を得た
場合はこの限りではな
い。その他の細目につ
いては、定時株主総会
決議及び取締役会決議
に基づき、当社との間
で締結する「新株予約
権割当契約」に定める
ものとする。 

対象勤務期間 
平成12年11月29日から 
平成15年11月28日まで 

平成13年11月28日から
平成16年11月27日まで 

平成15年８月28日から
平成17年11月27日まで 

平成16年１月28日から
平成18年11月27日まで 

権利行使期間 
平成15年11月29日から 
平成17年11月28日まで 

平成16年11月28日から
平成18年11月27日まで 

平成17年11月28日から
平成19年11月27日まで 

平成18年11月28日から
平成20年11月27日まで 



  

  

(注) 株式数に換算して記載しております。 

  

  第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 

付与対象者の 
区分及び数 

   
当社従業員 43名
   

当社取締役 2名
当社従業員 45名
  

当社取締役 4名
当社従業員 90名

当社取締役 4名
当社従業員 72名

ストック・オ 
プション数(注) 

普通株式 48,300株 普通株式 99,800株 普通株式 160,200株 普通株式 290,400株

付与日 平成16年６月30日 平成16年９月28日 平成17年１月31日 平成17年６月24日 

権利確定条件 

 新株予約権の割り当
てを受けた者は、権利
行使時においても、当
社の取締役又は使用人
の地位にあることを要
する。ただし、取締役
の地位を喪失するとと
もに使用人の地位を得
た場合、もしくは、使
用人の地位を喪失する
とともに取締役もしく
は監査役の地位を得た
場合はこの限りではな
い。その他の細目につ
いては、定時株主総会
決議及び取締役会決議
に基づき、当社との間
で締結する「新株予約
権割当契約」に定める
ものとする。 

 新株予約権の割当を
受けた者は、権利行使
時において、当社の取
締役、使用人、又は社
外協力者の地位にある
ことを要する。その他
の細目については、定
時株主総会決議及び取
締役会決議に基づき、
当社と対象取締役及び
対象従業員又は対象社
外協力者との間で締結
する「新株予約権割当
契約」に定めるものと
する。 

新株予約権の割当を
受けた者は、権利行使
時において、当社の取
締役、使用人、又は社
外協力者の地位にある
ことを要する。その他
の細目については、定
時株主総会決議及び取
締役会決議に基づき、
当社と対象取締役及び
対象従業員又は対象社
外協力者との間で締結
する「新株予約権割当
契約」に定めるものと
する。 

新株予約権の割当を
受けた者は、権利行使
時において、当社の取
締役、使用人、又は社
外協力者の地位にある
ことを要する。その他
の細目については、定
時株主総会決議及び取
締役会決議に基づき、
当社と対象取締役及び
対象従業員又は対象社
外協力者との間で締結
する「新株予約権割当
契約」に定めるものと
する。 

対象勤務期間 
平成16年６月30日から 
平成18年11月27日まで 

平成16年９月28日から
平成19年８月27日まで 

平成17年１月31日から
平成19年８月27日まで 

平成17年６月24日から
平成19年８月27日まで 

権利行使期間 
平成18年11月28日から 
平成20年11月27日まで 

平成19年８月28日から
平成21年８月27日まで 

平成19年８月28日から
平成21年８月27日まで 

平成19年８月28日から
平成21年８月27日まで 

  第７回新株予約権 第８回新株予約権 

付与対象者の 
区分及び数 

当社取締役 4名
当社従業員 91名
   

当社取締役 2名
当社従業員 51名
  

ストック・オ 
プション数(注) 

普通株式 235,800株 普通株式 200,500株

付与日 平成18年２月27日 平成18年４月28日 

権利確定条件 

 新株予約権の割当を
受けた者は、権利行使
時において、当社の取
締役、使用人、又は社
外協力者の地位にある
ことを要する。その他
の細目については、定
時株主総会決議及び取
締役会決議に基づき、
当社と対象取締役及び
対象従業員又は対象社
外協力者との間で締結
する「新株予約権割当
契約」に定めるものと
する。 

 新株予約権の割当を
受けた者は、権利行使
時において、当社の取
締役、使用人、又は社
外協力者の地位にある
ことを要する。その他
の細目については、定
時株主総会決議及び取
締役会決議に基づき、
当社と対象取締役及び
対象従業員又は対象社
外協力者との間で締結
する「新株予約権割当
契約」に定めるものと
する。 

対象勤務期間 
平成18年２月27日から 
平成20年８月30日まで 

平成18年４月28日から
平成20年８月30日まで 

権利行使期間 
平成20年８月31日から 
平成22年８月30日まで 

平成20年８月31日から
平成22年８月30日まで 



(2) ストック・オプションの規模およびその変動状況 

 第23期(平成18年５月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数に

ついては、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

  

  

  第３回新株引受権 第４回新株引受権 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利確定前(株)         

 前期末 ― ― 115,500 148,500 

 付与 ― ― ― ― 

 失効 ― ― ― 1,500 

 権利確定 ― ― 115,500 ― 

 未確定残 ― ― ― 147,000 

権利確定後(株)         

 前期末 148,500 197,550 ― ― 

 権利確定 ― ― 115,500 ― 

 権利行使 114,600 52,200 76,500 ― 

 失効 33,900 2,800 ― ― 

 未行使残 ― 142,550 39,000 ― 

  第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 

権利確定前(株)         

 前期末 143,400 290,400 159,600 ― 

 付与 ― ― ― 290,400 

 失効 10,500 19,500 17,100 12,300 

 権利確定 ― ― ― ― 

 未確定残 132,900 270,900 142,500 278,100 

権利確定後(株)         

 前期末 ― ― ― ― 

 権利確定 ― ― ― ― 

 権利行使 ― ― ― ― 

 失効 ― ― ― ― 

 未行使残 ― ― ― ― 



  

  

② 単価情報 
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  第７回新株予約権 第８回新株予約権 

権利確定前(株)     

 前期末 ― ― 

 付与 235,800 200,500 

 失効 2,000 ― 

 権利確定 ― ― 

 未確定残 233,800 200,500 

権利確定後(株)     

 前期末 ― ― 

 権利確定 ― ― 

 権利行使 ― ― 

 失効 ― ― 

 未行使残 ― ― 

  第３回新株引受権 第４回新株引受権 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利行使価格 
(円) 

624 817 326 304 

行使時平均株 
価(円) 

1,097 1,524 1,249 ― 

  第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 

権利行使価格 
(円) 

489 680 902 876 

行使時平均株 
価(円) 

― ― ― ― 

  第７回新株予約権 第８回新株予約権 

権利行使価格 
(円) 

1,341 1,710 

行使時平均株 
価(円) 

― ― 



第24期（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

ストック・オプションの内容、規模およびその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

  

  

  第４回新株引受権 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

付与対象者の 
区分及び数 

   
当社従業員 126名
当社臨時従業員 62名

  
当社従業員 29名
  

当社従業員 27名

ストック・オ 
プション数(注) 

普通株式 82,800株 普通株式 72,000株 普通株式 54,500株

付与日 平成13年11月28日 平成15年８月29日 平成16年１月27日 

権利確定条件 

 新株予約権の割り当
てを受けた者は、権利
行使時においても、当
社の取締役又は使用人
の地位にあることを要
する。ただし、取締役
の地位を喪失するとと
もに使用人の地位を得
た場合、もしくは、使
用人の地位を喪失する
とともに取締役もしく
は監査役の地位を得た
場合はこの限りではな
い。その他の細目につ
いては、定時株主総会
決議及び取締役会決議
に基づき、当社との間
で締結する「新株予約
権付与契約」に定める
ものとする。 

 新株予約権の割り当
てを受けた者は、権利
行使時においても、当
社の取締役又は使用人
の地位にあることを要
する。ただし、取締役
の地位を喪失するとと
もに使用人の地位を得
た場合、もしくは、使
用人の地位を喪失する
とともに取締役もしく
は監査役の地位を得た
場合はこの限りではな
い。その他の細目につ
いては、定時株主総会
決議及び取締役会決議
に基づき、当社との間
で締結する「新株予約
権付与契約」に定める
ものとする。 

新株予約権の割り当
てを受けた者は、権利
行使時においても、当
社の取締役又は使用人
の地位にあることを要
する。ただし、取締役
の地位を喪失するとと
もに使用人の地位を得
た場合、もしくは、使
用人の地位を喪失する
とともに取締役もしく
は監査役の地位を得た
場合はこの限りではな
い。その他の細目につ
いては、定時株主総会
決議及び取締役会決議
に基づき、当社との間
で締結する「新株予約
権割当契約」に定める
ものとする。 

対象勤務期間 
平成13年11月28日から 
平成16年11月27日まで 

平成15年８月28日から
平成17年11月27日まで 

平成16年１月28日から
平成18年11月27日まで 

権利行使期間 
平成16年11月28日から 
平成18年11月27日まで 

平成17年11月28日から
平成19年11月27日まで 

平成18年11月28日から
平成20年11月27日まで 



  

  

(注) 株式数に換算して記載しております。 

  

  第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 

付与対象者の 
区分及び数 

   
当社従業員 43名
   

当社取締役 2名
当社従業員 45名
  

当社取締役 4名
当社従業員 90名

当社取締役 4名
当社従業員 72名

ストック・オ 
プション数(注) 

普通株式 48,300株 普通株式 99,800株 普通株式 160,200株 普通株式 290,400株

付与日 平成16年６月30日 平成16年９月28日 平成17年１月31日 平成17年６月24日 

権利確定条件 

 新株予約権の割り当
てを受けた者は、権利
行使時においても、当
社の取締役又は使用人
の地位にあることを要
する。ただし、取締役
の地位を喪失するとと
もに使用人の地位を得
た場合、もしくは、使
用人の地位を喪失する
とともに取締役もしく
は監査役の地位を得た
場合はこの限りではな
い。その他の細目につ
いては、定時株主総会
決議及び取締役会決議
に基づき、当社との間
で締結する「新株予約
権割当契約」に定める
ものとする。 

 新株予約権の割当を
受けた者は、権利行使
時において、当社の取
締役、使用人、又は社
外協力者の地位にある
ことを要する。その他
の細目については、定
時株主総会決議及び取
締役会決議に基づき、
当社と対象取締役及び
対象従業員又は対象社
外協力者との間で締結
する「新株予約権割当
契約」に定めるものと
する。 

新株予約権の割当を
受けた者は、権利行使
時において、当社の取
締役、使用人、又は社
外協力者の地位にある
ことを要する。その他
の細目については、定
時株主総会決議及び取
締役会決議に基づき、
当社と対象取締役及び
対象従業員又は対象社
外協力者との間で締結
する「新株予約権割当
契約」に定めるものと
する。 

新株予約権の割当を
受けた者は、権利行使
時において、当社の取
締役、使用人、又は社
外協力者の地位にある
ことを要する。その他
の細目については、定
時株主総会決議及び取
締役会決議に基づき、
当社と対象取締役及び
対象従業員又は対象社
外協力者との間で締結
する「新株予約権割当
契約」に定めるものと
する。 

対象勤務期間 
平成16年６月30日から 
平成18年11月27日まで 

平成16年９月28日から
平成19年８月27日まで 

平成17年１月31日から
平成19年８月27日まで 

平成17年６月24日から
平成19年８月27日まで 

権利行使期間 
平成18年11月28日から 
平成20年11月27日まで 

平成19年８月28日から
平成21年８月27日まで 

平成19年８月28日から
平成21年８月27日まで 

平成19年８月28日から
平成21年８月27日まで 

  第７回新株予約権 第８回新株予約権 

付与対象者の 
区分及び数 

当社取締役 4名
当社従業員 91名
   

当社取締役 2名
当社従業員 51名
  

ストック・オ 
プション数(注) 

普通株式 235,800株 普通株式 200,500株

付与日 平成18年２月27日 平成18年４月28日 

権利確定条件 

 新株予約権の割当を
受けた者は、権利行使
時において、当社の取
締役、使用人、又は社
外協力者の地位にある
ことを要する。その他
の細目については、定
時株主総会決議及び取
締役会決議に基づき、
当社と対象取締役及び
対象従業員又は対象社
外協力者との間で締結
する「新株予約権割当
契約」に定めるものと
する。 

 新株予約権の割当を
受けた者は、権利行使
時において、当社の取
締役、使用人、又は社
外協力者の地位にある
ことを要する。その他
の細目については、定
時株主総会決議及び取
締役会決議に基づき、
当社と対象取締役及び
対象従業員又は対象社
外協力者との間で締結
する「新株予約権割当
契約」に定めるものと
する。 

対象勤務期間 
平成18年２月27日から 
平成20年８月30日まで 

平成18年４月28日から
平成20年８月30日まで 

権利行使期間 
平成20年８月31日から 
平成22年８月30日まで 

平成20年８月31日から
平成22年８月30日まで 



(2) ストック・オプションの規模およびその変動状況 

 第24期(平成19年５月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数に

ついては、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

  

  

  第４回新株引受権 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利確定前(株)       

 前期末 ― ― 441,000 

 付与 ― ― ― 

 失効 ― ― 18,000 

 権利確定 ― ― 423,000 

 未確定残 ― ― ― 

権利確定後(株)       

 前期末 427,650 117,000 ― 

 権利確定 ― ― 423,000 

 権利行使 158,200 18,000 45,000 

 失効 269,450 ― ― 

 未行使残 ― 99,000 378,000 

  第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 

権利確定前(株)         

 前期末 398,700 812,700 427,500 834,300 

 付与 ― ― ― ― 

 失効 4,500 81,000 43,200 36,000 

 権利確定 394,200 ― ― ― 

 未確定残 ― 731,700 384,300 798,300 

権利確定後(株)         

 前期末 ― ― ― ― 

 権利確定 394,200 ― ― ― 

 権利行使 62,100 ― ― ― 

 失効 ― ― ― ― 

 未行使残 332,100 ― ― ― 



  

  

② 単価情報 

  

  

  

前へ   次へ 

  第７回新株予約権 第８回新株予約権 

権利確定前(株)     

 前期末 701,400 601,500 

 付与 ― ― 

 失効 51,300 51,000 

 権利確定 ― ― 

 未確定残 650,100 550,500 

権利確定後(株)     

 前期末 ― ― 

 権利確定 ― ― 

 権利行使 ― ― 

 失効 ― ― 

 未行使残 ― ― 

  第４回新株引受権 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利行使価格 
(円) 

273 109 102 

行使時平均株 
価(円) 

285 314 295 

  第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 

権利行使価格 
(円) 

163 227 301 292 

行使時平均株 
価(円) 

283 ― ― ― 

  第７回新株予約権 第８回新株予約権 

権利行使価格 
(円) 

447 570 

行使時平均株 
価(円) 

― ― 



(税効果会計関係) 

  

  

第23期 
(平成18年５月31日) 

第24期
(平成19年５月31日) 

１ 繰延税金資産及び負債の主な発生原因内訳 

  繰延税金資産 

  (流動) 

未払事業税 49,833千円

未払事業所税 9,200千円

未払費用 54,604千円

 小計 113,638千円

１ 繰延税金資産及び負債の主な発生原因内訳 

  繰延税金資産 

  (流動) 

未払事業税 42,565千円

未払事業所税 9,247千円

賞与引当金 38,994千円

その他 7,466千円

 小計 98,274千円

  (固定) 

一括償却資産超過額 6,080千円

減価償却限度超過額 8,213千円

投資有価証券評価否認額 4,352千円

自己株式 1,254千円

有価証券評価差額金 30,807千円

 小計 50,708千円

繰延税金資産合計 164,347千円

繰延税金資産の純額 164,347千円

  (固定) 

一括償却資産超過額 5,787千円

減価償却限度超過額 4,259千円

投資有価証券評価否認額 3,662千円

有価証券評価差額金 27,379千円

小計 41,088千円

繰延税金資産合計 139,363千円

繰延税金資産の純額 139,363千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主な項目別の内訳 

  (調整) 

法定実効税率 40.69％

住民税のうち均等割負担 0.87％

交際費等損金不算入の費用 1.83％

その他 △0.32％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

43.07％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主な項目別の内訳 

  (調整) 

法定実効税率 40.69％

住民税のうち均等割負担 0.90％

交際費等損金不算入の費用 1.44％

その他 0.04％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

43.07％



(持分法損益等) 

第23期(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

持分法を適用する関連会社がないため記載しておりません。 

  

第24期(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

持分法を適用する関連会社がないため記載しておりません。 

前へ     



【関連当事者との取引】 

第23期(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

  該当事項はありません。 

  

２ 役員及び個人主要株主等 

  

(注) １ 当社が賃借している事業所の賃借契約に対する連帯保証であり、保証料の支払及び担保の提供はありません。 

２ 連帯保証件数及び連帯保証物件の年間賃借料は次の通りです。 

  

  

３ 子会社等 

  該当事項はありません。 

  

４ 兄弟会社等 

  該当事項はありません。 

  

属性 氏名 住所 
資本金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 
個人主 
要株主 

馬場信治 ― ― 
当社代表 
取締役社長 

被所有直接
33.5

被所有間接 
5.3

― ―
当社が賃借している
事業所の賃借契約に
対する連帯保証 

注1.2 ― ―

役員 井上久子 ― ― 当社取締役 
被所有直接

0.1
― ― 新株予約権の行使 8,424 ― ―

氏名 
保証件数(平成18年５月31日現在)

(件) 

年間対象賃借料(千円) 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

馬場信治 12 106,982 



第24期(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

  該当事項はありません。 

  

２ 役員及び個人主要株主等 

  

(注) １ 当社が賃借している事業所の賃借契約に対する連帯保証であり、保証料の支払及び担保の提供はありません。 

２ 連帯保証件数及び連帯保証物件の年間賃借料は次の通りです。 

  

  

３ 子会社等 

  該当事項はありません。 

  

４ 兄弟会社等 

  該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 

  

属性 氏名 住所 
資本金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 
個人主 
要株主 

馬場信治 ― ― 
当社代表 
取締役社長 

被所有直接
33.3

被所有間接 
5.3

― ―
当社が賃借している
事業所の賃借契約に
対する連帯保証 

注1.2 ―  

役員 齋藤勝己 ― ― 当社取締役 
被所有直接

0.1
― ― 新株予約権の行使 5,514 ― ―

役員 三浦章子 ― ― 当社取締役 
被所有直接

0.1
― ― 新株予約権の行使 1,829 ― ―

氏名 
保証件数(平成19年５月31日現在)

(件) 

年間対象賃借料(千円) 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

馬場信治 12 106,774 



(１株当たり情報) 

  

  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

第23期 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

第24期
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

１株当たり純資産額 249円57銭 １株当たり純資産額 99円96銭

１株当たり当期純利益 64円80銭 １株当たり当期純利益 21円62銭

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

62円67銭

 当社は、平成18年６月１日付で株式１株につき３株の

株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行

なわれたと仮定した場合の前期の１株当たり情報につい

ては、それぞれ以下のとおりであります。 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益 

21円32銭

当期 前期 
１株当たり純資産額

99円96銭 
１株当たり純資産額 

83円19銭 
１株当たり当期純利益

21円62銭 
１株当たり当期純利益 

21円60銭 
潜在株式調整後１株当た
り当期純利益 

21円32銭 

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益 

20円89銭 

  
第23期

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

第24期 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

純資産の部の合計額(千円) 5,212,207 6,291,308 

純資産の部の合計額から控除する 
金額(千円) 

― ― 

普通株式に係る期末の純資産額 
(千円) 

5,212,207 6,291,308 

期末の普通株式の数(千株) 20,885 62,938 



２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

  

  

  
第23期

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

第24期 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

１株当たり当期純利益   

 当期純利益(千円) 1,347,717 1,348,948 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益(千円) 1,347,717 1,348,948 

普通株式の期中平均株式数(千株) 20,798 62,394 

    

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

  

 当期純利益調整額(千円) ― ― 

普通株式増加数(千株) 705 865 

(うち新株予約権(千株)) 631 865 

(うち新株引受権(千株)) 73 ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり当期純利益の算
定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権の目的となる新株予約権
の数4,343個(平成17年８月30日…
4,343個) 
これらの詳細は、「第４提出会社の
状況、(2)新株予約権等の状況」に
記載のとおりであります。 

新株予約権の目的となる新株予約権
の数4,002個(平成17年８月30日…
4,002個) 
これらの詳細は、「第４提出会社の
状況、(2)新株予約権等の状況」に
記載のとおりであります。 



(重要な後発事象) 

  

  

  

第23期 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

第24期
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

  
 当社は、平成18年４月４日開催の取締役会の決議に基

づき、次のように株式分割による新株式を発行しており

ます。 

１ 平成18年６月１日付をもって平成18年５月31日 終

の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株

主の所有株式数を１株に付き３株の割合をもって分割

する。 

２ 分割により増加する株式数 普通株式43,513,000株 

３ 配当起算日  平成18年６月１日 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合にお

ける(１株当たり情報)の各数値はそれぞれ以下のとおり

であります。 

 平成19年７月６日開催の取締役会において、会社法第

165条第３項の規定により読み替えて適用される同法156

条の規定に基づき、下記のとおり、自己株式の取得をす

ることを決議いたしました。 

１ 自己株式の取得を行う理由 

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行

し、資本効率の向上と株主利益の増進を図るととも

に、将来のストックオプションの行使に備えるた

め、自己株式の取得を行うものであります。 

２ 取得の内容 

 なお、当該自己株式の取得は、以下のとおり終了いた

しました。 

３ 取得の結果 

(1) 取得する株式の種類 当社普通株式 

(2) 取得する株式の総数 2,000,000株(上限) 

(発行済株式総数に対す

る割合3.06％) 

(3) 株式の取得価格の総額 760,000,000円(上限) 

(4) 自己株式取得の日程 平成19年７月11日から 

平成19年８月28日まで 

(1) 買付期間 平成19年７月11日から 

平成19年８月24日まで 

(2) 取得した株式の総数 1,175,000株 

(3) 取得価額の総額 385,702,900円 

  

  

  

第22期 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

第23期 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１株当たり
純資産額 

70円15銭 
１株当たり
純資産額 

83円19銭

１株当たり
当期純利益 

14円54銭 
１株当たり
当期純利益 

21円60銭

潜在株式調
整後１株当
たり当期純
利益 

14円37銭 

潜在株式調
整後１株当
たり当期純
利益 

20円89銭



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  

【その他】 

  

  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円) 

(投資有価証券)   

その他有価証券   

㈱明光ネットワークジャパン 4,863,500 2,927,827 

㈱ラストリゾート 400 11,000 

その他２銘柄 5,913 0 

計 4,869,813 2,938,827 

種類及び銘柄 投資口数等(口) 貸借対照表計上額(千円) 

(投資有価証券) 
その他有価証券 
フィナンテック・テクノロジーズ 
投資事業組合 

5 3,750 

計 5 3,750 



【有形固定資産等明細表】 

  

  

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額 

  

資産の種類 
前期末残高
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額
(千円) 

当期末残高
(千円) 

当期末減価
償却累計額 
又は償却 

累計額(千円)

当期償却額 
(千円) 

差引当期末
残高 
(千円) 

有形固定資産       

 建物 569,549 43,483 8,242 604,791 387,261 34,976 217,529

 構築物 3,440 ― 747 2,692 2,114 118 578

 車両運搬具 ― 21,834 ― 21,834 6,965 6,965 14,869

 器具備品 358,052 37,586 34,561 361,078 266,495 33,921 94,582

 土地 890 ― ― 890 ― ― 890

有形固定資産計 931,931 102,905 43,550 991,286 662,836 75,981 328,450

無形固定資産       

 ソフトウェア 175,628 17,700 ― 193,328 164,133 6,534 29,195

 電話加入権 34,395 ― ― 34,395 ― ― 34,395

無形固定資産計 210,023 17,700 ― 227,723 164,133 6,534 63,590

長期前払費用 36,943 22,319 1,434 57,828 33,138 10,896 24,690

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期末残高
(千円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

一年以内に返済予定の長期借入金 ― 330,000 1.15 ― 

長期借入金(一年以内に返済予定の
ものを除く) 

― 422,500 1.15
平成20年６月１日～
平成21年８月31日 

合計 ― 752,500 ― ― 

１年超２年以内 
(千円) 

２年超３年以内 
(千円） 

330,000 92,500



【引当金明細表】 

  

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替によるものであります。 

  

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額
(千円) 

当期減少額
(目的使用) 
(千円) 

当期減少額
(その他) 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

貸倒引当金   (注) 33,723 39,157 17,863 15,859 39,157

賞与引当金 118,131 95,834 118,131 ― 95,834



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

イ 現金及び預金 

  

  

ロ 授業料等未収入金 

(イ)相手先別内訳 

  

  

(ロ)授業料等未収入金の発生及び回収並びに滞留状況 
  

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。 

  

ハ 教材 
  

  

区分 金額(千円)

現金 1,050

預金の種類  

当座預金 413

普通預金 2,131,707

定期預金 500,000

別段預金 631

小計 2,632,753

合計 2,633,804

相手先 金額(千円)

生徒 675,611

合計 675,611

前期繰越高 
(千円) 

  
(Ａ) 

当期発生高 
(千円) 

  
(Ｂ) 

当期回収高
(千円) 

  
(Ｃ) 

次期繰越高
(千円) 

  
(Ｄ) 

回収率(％)
  

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日) 
(Ａ)＋(Ｄ) 

２ 
(Ｂ) 
365 

698,467 17,134,338 17,157,195 675,611 96.2 14.6

品名 金額(千円)

スモールステップテキスト 10,802

一般テキスト 729

合計 11,531



ニ 貯蔵品 

  

  

ホ 敷金・保証金 

  

  

品名 金額(千円)

郵便切手 154

その他 1,776

合計 1,930

品目 金額(千円)

教室等賃借に係る敷金・保証金 1,423,489

合計 1,423,489



② 負債の部 

イ 買掛金 

  

  

ロ 未払費用 

  

  

ハ 未払法人税等 

  

  

相手先 金額(千円)

㈱プレスト 3,140

㈱創育 2,310

教育開発出版㈱ 1,710

㈱育伸社 922

ユーデック 554

その他 1,696

合計 10,335

区分 金額(千円)

給与・手当 404,011

社会保険料 29,644

その他 9,037

合計 442,692

区分 金額(千円)

法人税 331,125

事業税 108,426

住民税 78,443

合計 517,994



(3) 【その他】 

該当事項はありません。 



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

  

事業年度 ６月１日から５月31日まで

定時株主総会 ８月中 

基準日 ５月31日

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券

剰余金の配当の基準日 11月30日、５月31日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え   

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社 

  取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 
無料とする。(但し、不所持株券の交付請求、分割または併合による再発行、汚損ま
たは毀損による再発行の場合は株券１枚につき印紙税相当額と消費税額等の合計額) 

  株券喪失登録   

    株券喪失登録 
    申請料 

１件につき 10,000円(消費税額等別)

    株券登録料 １枚につき    500円(消費税額等別)

単元未満株式の買取り   

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社 

  取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 

電子公告とする。ただし事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることが
できないときは、日本経済新聞に掲載する。 
公告掲載URL 
http://www.kobetsu.co.jp/ 



  

(注) １ 平成19年８月29日開催の第24期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算期が次のとおりとなりました。 

事業年度       ３月１日から２月末日まで 

定時株主総会     ５月中 

基準日        ２月末日 

剰余金の配当の基準日 ８月31日、２月末日 

     なお、第25期事業年度については、平成19年６月１日から平成20年２月29日までの９ヵ月となります。 

  

   ２ 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 

会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 

  

  
株主に対する特典 毎年11月30日(中間)及び５月31日(期末)の年２回、株主及び実質株主に対し、「株主

様ご優待券」を次の基準により発行する。 

 (1) 贈呈基準：所有株式数100株以上の株主に対し「株主優待割引券」を贈呈する。 

 (2) 利用基準：①優待券のご利用は、生徒(受講生)様１名様につき、１ヶ月に9,000

円分を限度として、利用可能とさせていただきます。また、有効期

限(６ヶ月)内における優待割引は、最大で45,000円分を限度といた

します。(有効期限内であっても通算45,000円を超える優待割引は

できません。) 

②優待券は、入会金・初回授業料・教材費・講習会等の割引には利用

できません。 

③優待券は、現金との交換および差額が発生しても、つり銭等の返金

はできません。 

所有株式数 「株主様ご優待券」の贈呈額 

100株～299株 1,000円の優待券

300株～499株 2,000円の優待券

500株～699株 3,000円の優待券

700株～999株 4,000円の優待券

1,000株～1,499株 6,000円の優待券

1,500株～2,999株 9,000円の優待券

3,000株～8,999株 15,000円の優待券

9,000株～14,999株 30,000円の優待券

15,000株以上一律 45,000円の優待券

 (3) 取扱店舗：当社の運営する各教室(東京個別指導学院{名古屋校・福岡校を含

む。}・関西個別指導学院・京都個別指導学院) 

 (4) 有効期限：(11月30日発行基準の株式優待券)優待券到着日から同年８月31日まで

(郵送最終必着日７月20日)(５月31日発行基準の株式優待券)優待券到

着日から翌年の２月末日まで(郵送最終必着日１月20日)原則として、

毎月20日までに当社に到着したご優待券は翌月お引き落とし分(翌々

月授業料)を割引いたします。毎月21日以降に当社に到着したご優待

券は、割引処理の都合上、翌々月お引き落とし分を割引させていただ

きます。なお有効期限後に発生する授業料の割引はできません。 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

(1)  
  

有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

(第23期) 
自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 

  平成18年８月30日 

関東財務局長に提出。 
  
(2)  

  
半期報告書 

  
(第24期中) 

  
自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日 

  
平成19年２月27日 

関東財務局長に提出。 
  
(3)  

  
臨時報告書 

  
企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第３号(親会社の異動)
及び第19条第２項第４号(主要株主の
異動)の規定に基づく臨時報告書であ
ります。 

  
平成19年６月26日 

関東財務局長に提出。 

  
(4)  

  
自己株券買付状況報告書 

  
報告期間 

  
自 平成19年７月11日 

至 平成19年７月31日 

  
平成19年８月14日 

関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

株式会社東京個別指導学院 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社東京個別指導学院の平成17年６月１日から平成18年５月31日までの第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社東京個別指導学院の平成18年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年６月１日付けをもって株式分割を実施している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

平成18年８月29日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  松  野  雄 一 郎  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  岸        務  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

株式会社東京個別指導学院 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社東京個別指導学院の平成18年６月１日から平成19年５月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社東京個別指導学院の平成19年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成19年７月６日開催の取締役会において、自己株式を取得することを決議

し、自己株式を取得している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

平成19年８月29日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  井  上  隆  司  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  岸        務  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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